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地籍学の法的側面・技術的側面について

第6回　土地境界概念における対物性と観念性の相克

早稲田大学教授　山野目　章夫

本稿は「月刊 登記情報 第590号 2011年1月号」に掲載されたものであり、発行している社団法人 金
融財政事情研究会に許可をいただき、本会報に転載しております。本誌では本シリーズの第5回、第6
回の2回に分けて掲載しており、以下は、本誌2012年1月号No660　p20から続きます。

早稲田大学教授　　山野目　章夫

Ⅰ－2－2　境界標の刑事法的保護
10　刑事法的保護の概観
土地の位置を明らかにするため現実の土地（現地）
に設置される標識は、さまざまのものがある。測量
法は、基本測量または公共測量の実施により三角点
標石などの測量標を設置することを、また国土調査
法は、国土調査の実施のために必要な標識および調
査設備という標識等を設置することを想定している
（測量法11条、22条、39条、国土調査法30条1項）。
くわえて、ここまでに論じてきた筆界または所有権
の及ぶ範囲を示すための境界標があることは、いう
までもない。
これらの標識類を損壊したり移動したりする行為
は、刑事法上どのような処断の対象となるか。
基本測量または公共測量の実施により設置され
る三角点標石などの測量標の場合は2年以下の懲役
または100万円以下の罰金に処せられる（測量法61
条）。国土調査において設置される標識等について
も、同様である（国土調査法31条、35条）。

11　1960年という年の意味
これらに対し、いよいよ主題である境界標につい
ての損壊や移動を処罰するものとして考察の対象と
されるものが、刑法262条の2が定める境界損壊罪
にほかならない。その法定刑は、5年以下の懲役ま
たは50万円以下の罰金である。同罪は、明治期の
刑法制定時にはなく、1960年の刑法改正で設けら
れた。しかし、境界損壊罪が設けられた時期もそう
であり、また、今日においてもそうであるが、どう
しても同時に立法された不動産侵奪罪のほうが脚光
を浴び、境界損壊罪に向けられる関心が貧しいよう
に感ずるが、どうであろうか。

地籍学の法的側面・技術的側面について

第6回　土地境界概念における対物性と観念性の相克

1960年改正に際し、不動産侵奪罪については、
戦後期の混乱に乗じて強引に空地を占拠し建物を築
造するなどして既成の事実を作り上げる、という行
為類型などが代表例として具体的に示され、そのよ
うな行為による被害に対し取締が各界から要望され
ている、という立法事実が確認されている（臼井茂
夫「不動産侵奪罪等に関する規定の立法経過と問題
点」警察学論集13巻6号84頁、85頁（1960年））。こ
れに対し境界損壊罪については、それに当たる行為
もありうるであろう、とか、その場合に器物損壊罪
では処罰が困難である場合もありうる、とかいう説
明に終始し、語られている実態は、ほとんどが“あ
りうる”という次元のものである。おそらく、その
ためであろうが、境界損壊罪に関する論議は、今日
まで、立案時のそれから大きくは前進していない。
しかし、あまり気づかれていないことであるが、
1960年という年は、じつは不動産登記の世界では
画期をなした年である。そして、ほかならぬ境界損
壊罪は、じつは、不動産登記制度と実際上密接な関
連をもち、そこを意識することなくしては、その細
部の理解が難しい。
その10年前、土地台帳が登記所に移管され、そ
れに伴い土地台帳附属地図の管理も登記所に移され
る。同じ1950年、境界の問題を扱う資格職能であ
る土地家屋調査土の制度が発足する。こうした準備
を経て表示に関する制度が始動するのが、1960年
であった（山野目『不動産登記法』20頁〔12〕、251頁
〔172〕（2009年））。境界損壊罪の立案を準備した法
制審議会の調査審議にあたって、当然のことながら
民事的な観点からの検討にも注意を払われたにちが
いないけれども、そのことに明瞭に触れる史料は見
当たらない。しかし、法務省刑事局の担当官の説明
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が、境界損壊罪について概して寡黙であり、ないし
は歯切れが良くないのは、同罪の創設が、暴力的な
行為の取締というよりもむしろ、土地の境界に関す
る制度の進展と何らかの関連があったものではない
か、という想像を逞しくさせる。

12　境界損壊罪の趣旨目的
そのような想像をも脳裏の片隅に置きながら、同
罪の趣旨目的を考える見地から何よりも問われなけ
ればならないことは、同罪の保護法益にほかならな
い。境界損壊罪は、単に私益の保護を目的とするも
のでなく、公益に関わる罪であると一般に説かれて
きたが、どのような意味で公益に関わるとされるの
か、その趣旨は、明確でないと感ずるが、どうであ
ろうか。

⑴　創設時の説明
境界損壊罪の創設時このかた、同罪は、「土地に
関する権利の範囲に重大な関係をもつ境界の明確性
を保護法益とし、土地の境界を不明にする行為を処
罰する趣旨」に出たものと説明される（臼井・前掲
102頁、103頁）。“に重大な関係をもつ”という歯切
れの宜しくない表現は、何を述べようとするもので
あるか。端的に「土地に関する権利の範囲“を示す”
境界の明確性」とすることを躊躇ったのは、なぜで
あるか。「土地に関する権利」とは個人の権利である
から、「土地に関する権利の範囲“を示す”境界の明
確性」を保護法益とするのであるならば、本罪は、
単純に個人の法益を保護する罪であることになる。
ところが、上記引用の論稿は、そのあと更に「単
なる私益の保護のみを目的とする規定ではなく、あ
る意味において公益に関する規定であるということ
ができる」と続く。結局、“に重大な関係をもつ”と
遠まわしに述べたことも、後半引用の“ある意味”の
内実も明らかにされないまま、今日に至ったという
べきではないか。

⑵　境界損壊罪による個人の利益の保護
もとより、本罪所定の行為が、相隣地所有者の所
有権という個人の法益を侵すものであって、同罪が、
このような個人の法益の保護に出たものであること
自体は、否定される余地がない。このことは、損壊
される境界標に係る境界が所有権の及ぶ範囲の境界
である場合はもとより、実際上筆界が多くの場合に

おいて結果的に所有権の及ぶ範囲と異ならず、また
は、すくなくとも筆界を一つの有力な参考資料とし
て所有権の及ぶ範囲が探求されるものであることに
鑑みるならば、筆界を示す境界標を損壊する行為も、
同罪を構成する。したがって、損壊された境界標に
係る境界の対象である土地の所有者は、「犯罪によ
り害を被った者」として告訴をすることができる（刑
事訴訟法230条）。

⑶　個人の利益ということで説明することができな
い側面
しかし、境界損壊罪の保護しようとするものは、
このことに限られないと考えられる。筆界に係る境
界標の場合は、損壊により不動産登記制度の運用に
支障を来たすものであり、すくなくとも結果とし
て、そのような国家制度の運用もまた境界損壊罪に
より保護される。また、所有権の及ぶ範囲の問題を
含め、一般に、ある土地と隣の土地との境界は、公
共の社会的関心の対象として保護されるべきもので
あると考えられる。したがって、境界損壊罪を問擬
する公訴は、対象土地の所有者などの告訴を待たな
いでも提起することができる（刑法264条参照）。
また、境界標が自分の土地の内側に設けられてい
て、その土地の所有者の単独所有に係るものであっ
たとしても、所有者は、それを随意に処分すること
は許されず、それを損壊する行為は、境界損壊罪に
問われる。このことは、境界標工作物などが、差押
を受けているなど刑法262条所定の制約を充足して
いるかどうかにより左右されない。このように見て
くるならば、境界損壊罪は、個人的法益を保護する
通常の財産犯罪と性格を完全に同じくするものでな
いことが窺われる。
このような観点は、刑法262条の2の法文に関す
る以下の逐語的な考察において、通奏音のように随
所で意味をもってくることであろう。

13　「境界標」の意義
まず、刑法262条の2にいう「境界標」の概念は、
上述の不動産登記制度の観点ないし私法的視点から
把握される境界標概念と異ならないと考えられる。
法概念に相対性があるからには、当然に両者を同じ
意義に解さなければならない必然性はないと考えら
れる。けれども、半面において、両者を異別に解釈
しなければならない特段の要請も見当たらない。そ
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こで、民法などに登場する境界標概念と刑法のそれ
とは同意義に解されるべきである。
土地家屋調査士の実務上、たとえば、分筆に伴い
杭を埋設する業務において、数日かけて作業を行
なっている途上、初日に埋設した杭のなかに埋設す
る位置を誤っているものがあることが判明したとこ
ろから、翌日に正規の位置に埋設し直したところ、
関係する土地の所有者から「勝手に杭を移動した」と
の異議を述べられて困惑するといったことがある。
この行為は違法であるか、あるいは、一般の人が意
図的に移動した場合と土地家屋調査士が業務上移動
した場合とで相違があるか、といった疑問が寄せら
れるのに対し、たしかに、土地家屋調査士の行為で
あるから違法が阻却されるとする説明をすることが
できる場面もあるかもしれない。しかし、ひとくち
に土地家屋調査士の業務と言っても、表示に関する
登記の申請のための調査測量をする場合のほか、地
籍調査や登記所備付地図作成作業の外部委託者とし
て作業をする場合や筆界特定において筆界特定委員
として調査に従事する場合などいろいろであり、そ
れぞれの局面の性質を問わずに一律に正当業務行為
であるとみることは乱暴であるうえに、土地家屋調
査士でない一般の者がする行為は常に違法であると
みることも不自然である。
この事例は、むしろ、いったん設置された境界標
らしき物も、一定の時間の幅をもって行なわれる作
業が終了するまでは、境界を示すものとしての安定
的な社会通念上の認知が確立していないという評価
に立脚しつつ、そもそも境界標に当たるものを損壊
する行為がなく、構成要件を充足しないと考えるこ
とにより妥当な帰結を導くべきものであると考えら
れる。
また反対に、土地家屋調査士などが作業の途上に
おいて境界を仮に見定めるための標識を設ける場合
において、これを破壊したり移動したりする行為
は、基本的に業務妨害罪（刑法233条、234条）をもっ
て問擬すべきであろう。この場面をも境界損壊罪で
処することを念頭に置きつつ「永続的なものに限ら
ず、一時的な」ものも境界損壊罪を問題とする際の
「境界標」に含まれるとする見解（臼井・前掲103頁、
104頁）があるが、これには、強い疑問を禁じえない。
永続的である、ということは、個別の事例に即して
判断が微妙である場合はあるとしても、観念それ自
体は一義的に意義を確定することができるものであ

るのに対し、一時的である、というものは、いった
いどの程度の時間的安定を要求するものか、幅のあ
る概念であり、構成要件の明確性をコントロールす
ることができる見通しが乏しい。また、一時的に置
かれたものでしかないものを損壊などすることが、
土地の所有関係など土地情報の正確性という法益を
侵害するものと評価することができるかも、疑問が
残る。
もっとも、たとえ作業の途上で設置したもので
あっても、永続性のあるものとして土地家屋調査士
が敷設した標識は、境界損壊罪の「境界標」とみるこ
とに妨げはない。また、標識の移動・損壊などが、
偽計・威力を用いてする業務の妨害であるとみるこ
とができない局面も残る。こうして考えてくるなら
ば、調査・測量の作業途上に起こる事案について、
一概に特定の構成要件のみが適用されると言うこと
はできず、結局は事案ごとに適切な処断を検討する
ほかないことは、当然のことであるが、認識してお
かなければならない。

14　「損壊」・「移動」・「除去」の意義
「損壊」の概念は、ここでは、境界標としての効用
を喪失させることであると理解すべきであると考え
られる。ここでは、という留保を添えるのは、器物
損壊罪における損壊概念に関する論議とは相対的に
距離を置いて、境界損壊罪における損壊概念が考察
されることが相当であると考えられることによる。
もっとも、一般に損壊概念を効用侵害説で理解す
る際には、そこに「損壊罪の構成要件が不当に拡大
される危険性」（曽根威彦『刑法の重要問題〔第2版〕』
268頁（2005年））が胚胎することは否定することが
できず、それへの対処として、境界標損壊の行為類
型についても「土地の境界を認識することができな
いように」したという結果発生を構成要件的結果と
して必要とするという解釈を自覚的に採用する、と
いうゆきかたは、十分に考えられるであろう。具体
例を挙げるならば、境界線上に設けられた三つの境
界杭のうちの一つの地表露出面の矢印を塗りつぶ
す行為は、（かりに境界損壊罪の損壊を物質毀損説
で理解する際にも損壊が肯定される余地があると
目されるが）効用喪失説からは明らかに境界標とし
ての効用を喪失させる行為である。そして、この場
合において境界損壊罪が成立するかどうかは、他の
資料から推して境界線が直線であると認められると
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きは、この一つの境界杭が失われても他の二つの杭
により境界が認識可能であり、その認識困難を常に
必要とする解釈を採る限り（後述17⑴）、構成要件
的結果を生じさせていないから、境界損壊罪は成立
しない。これに対し、境界が屈曲している可能性が
あり、とくに損壊された杭が屈曲点に位置していた
と想像されるときの結果は重大であるから、境界の
認識困難を招来したものとして同罪を問うべきであ
る。
また、かりに器物損壊罪のほうを物質毀損説で理
解する際に、境界標である工作物を物質的に毀損し
たものの境界標としての効用を喪失させるに至らな
かった、という場合において器物損壊罪が成立する
可能性は、両罪の関係の一環として論じられる（後
述20⑴）。
このように「損壊」の概念について考察するべき問
題が多いのに対し、「移動」の概念について特に問題
とすることはないと考えられる。「移動」は、移動で
ある。団藤重光編『注釈刑法』（262条ノ2の注釈）〔所
一彦〕（1966年）は、「通常の用語例に従って解すれ
ば足りる」と説く。「除去」も、通常の用語例に従っ
て解することでよいと考えられる。

15　「その他の方法」の意義
刑法262条の2の規定は、さらに「その他の方法」
で境界を認識困難にする行為をも同条で処断すると
する。しかし、「その他の方法」といっても、境界損
壊罪の犯罪定型として想定されるものでなければな
らないと考えられる。
法務局・地方法務局の庁舎に侵入して登記所備付
の地図を破壊する行為が建造物侵入・公文書毀棄の
ほかに同罪に当たる、とか、境界を熟知する古老を
殺害する行為が殺人と境界損壊罪の観念的競合にな
るとかいうことは滑稽な議論であり、いずれも同罪
を構成しないと考えられる（同旨、臼井・前掲103
頁）。
境界標の損壊・移動・除去に準ずる行為こそが「そ
の他の方法」に当たると解すべきである。
その意味において、「境界を流れる川の水流を変
える」という行為の例示（臼井・前掲104頁）は的確
であり、この例示を受け継ぐ刑法の文献は多い。た
だし、すこし気になることは、ここで語られる「川」
の風景である。2筆の土地の境を「川」が流れている
という素朴なイメージで見ていないか。ちょうど中

ロ国境を流れるアムール川のように。しかし、じつ
は「川」は、ときに公有水面であり、その流れを変え
ることは少なくとも3つの土地に関わる行為である
（河川法102条3号に定める罪などとの科刑上の関
係が問われる場面である）。
おそらく、しかし、例示の趣旨は、そのようなこ
とではなく、典型的には隣接する私有地のあいだに
ある流水ということであろう。刑法の文献のなかに
も、注意深く「小川」とするものがあり（佐久間修『刑
法各論』246頁注14（2006年））、また、民法相隣
関係法が用いる概念で適切なものを挙げるならば、
「水流」ないし「水路」にほかならない（民法219条な
ど参照）。心象風景としては“せせらぎ”という感覚
である。

16　土地の境界の意義
刑法262条の2の「土地の境界」については、おも
に三つの命題が語られてきた。①境界には都道府県
界なども含む、②境界には公法上のものも含む、③
異なる所有者の間の土地の境でなければならない、
の三つであり、これら三つの論理的関係は、不可解
であると感ぜられるが、どうであろうか。

⑴　最大の問題／命題間の論理的共存不可
三つの命題のうち、境界損壊罪創設時から明確に
指摘されていたのは①である。そして、ここからあ
とは推測であるが、②は、①の延長ないし発展とし
て登場したものであり、また、これらとは特に連絡
関係をもたないで附加されたものが③であるように
見受けられる。
そして、①は、異論の余地がないと考えられる。
②は、その①との論理的関係が問われる。同値の命
題である（つまり公法上の境界とは、都道府県界や
市区町村界さらに広く取っても地番区域の区画まで
を限って指すものとして用いられる）か、それとも
②のほうが論理的射程が大きい（同一地番区域の内
部にある土地と土地とのあいだの筆界をも含む）の
か、ということが問題である。同値であるならば、
②の命題は、表現が大仰であり、端的に本罪の境界
とは、所有権など私権の及ぶ範囲の境界および行政
区画を指す、とのみ述べればよい。
いずれにしても、③は、①・②との論理的両立が
不可能である。「所有権者などの権利主体が異なる
土地の間で、お互いに区分するための境界線を意味
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する」と述べる直後に「市町村の境のような…境界」
も境界損壊罪の保護の対象になると説く論述（佐久
間・前掲245頁、246頁）などが、刑法学における
一般的概念整理を代表していると目される。そして、
それには困惑するほかない。両者は盾と矛の関係で
あり、いずれかの撤回が論理的に要請される。一般
論としても、同一の所有者に属する数筆の土地の筆
界が粗雑に扱われてよいはずはなく（武笠幹「分筆・
地積更正における同一の所有者に属する数筆の土地
の筆界」本誌588号4頁（2010年）参照）、不動産登記
制度の専門研究の観点からは、③の命題を疑うこと
を刑法学に対し強く要請してゆくべきであろう（③
を掲げない刑法の概説書も、ないものではない）。

⑵　保護されるべき境界の概念
このように土地の境界には、代表的なものとして
所有権の及ぶ範囲を示すものと筆界とがあり、境界
損壊罪が保護しようとするものも、これらの両者で
あると考えるべきである。
何よりも同罪創設時の説明が、「土地に関する権
利の範囲に重大な関係をもつ境界の明確性を保護法
益とし、土地の境界を不明にする行為を処罰する趣
旨」に出たものとし、“に重大な関係をもつ”という
含蓄を伴わせているのは、境界に筆界を含むと解し
て初めて意味をもつ。所有権の及ぶ範囲の境界に限
るのであるならば、端的に「土地に関する権利の範
囲“を示す”境界の明確性」と表現すればよかったは
ずである。
また、境界標を損壊する行為に出た者が、行為時
において、その境界標が示すものは所有権の及ぶ範
囲でなく筆界でしかないと考えていたから故意がな
いのではないか、とか、所有権の及ぶ範囲の境界を
不明にすることを積極に意欲していなかったかもし
れないがそれをも不明にする可能性があることは認
識し認容していたのではないか、とか、あるいは所
有権の及ぶ範囲の境界を示す可能性は認識していた
ものの、どちらかというとそうではないという判断
のもと行為に及んだのではないか、とか、それらの
区別に処断上の意味をもたせて詮索することは、境
界損壊罪の本旨からみて全く不自然な論議であると
いわなければならない。端的に境界に筆界も含むと
理解することにより、このような技巧的な考察をし
なければならない局面は回避される。

17　境界の認識困難という結果招来が必要とされ
る範囲

「土地の境界を認識することができないようにし
た」という構成要件の部分については、解決を要す
る次の二つの問題がある。

⑴　境界損壊罪前段は抽象的危険犯か
刑法262条の2は、その文言の厳密な読み方とし
て、大きく分けて二つの読み方がありうると考えら
れる。
第一は、同条が、「境界標を損壊し、移動し、若
しくは除去」する行為に加え、「その他の方法によ
り、土地の境界を認識することができないように」
する行為を罰するものであるとする読み方である。
前者の行為群は、境界の認識困難を招来したという
結果発生を要件とすることなく、およそ社会通念上
「境界標」に当たる物を損壊・移動・除去する行為は、
境界の認識困難を招く抽象的な危険が伴うもので
あって、そのことのゆえのみをもって処罰をするこ
とが相当であるとされる（たとえば一つの境界線上
に三つの境界標が存する場合において、そのうちの
一個を損壊する行為は、他の二つの境界標により境
界線を認識することが可能であるときであっても、
境界損壊罪により処断される）。これに対し、後者
の「その他の行為」の場合は、たとえば境界を示す線
を流れる小川を埋め立てるという行為により、境界
の認識困難という具体の結果が生じたことが立証さ
れて初めて犯罪が成立する。
第二の読み方は、「境界標を損壊し、移動し、若
しくは除去し、又はその他の方法」のいずれの形態
の行為であっても、「土地の境界を認識することが
できないようにした」という結果が生じたことが構
成要件要素として必要であるという読み方であり、
境界損壊罪は、全体が同じ構造のもとで実害犯とし
て理解される（最二小判昭43・6・28刑集22巻6号
569頁）。
まず文理上は、「その他の方法により」の後に読点
が打たれていることを重視するならば後者の読み方
に赴くことになるであろう。しかし、接続詞の「又
は」・「若しくは」の用い方は、どちらかというと前
者の読み方にとって有利な要素になると考えられ
る。
境界損壊罪の趣旨との関係から言うならば、器物
損壊罪とは別に境界損壊罪が設けられ、しかも法定
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刑が重いことは、結果招来を全般に要請する後者の
読み方を助ける手かがりにはなりそうである。また、
「抽象的危険犯の拡大ないし遠隔にある侵害源の除
去という傾向」の問題性（松宮孝明「『刑罰から自由な
領域』の再定義と明確化」法律時報82巻9号4頁（2010
年））という観点からも、後者の解釈が穏当であると
みえる。しかし、同罪の損壊が、境界標としての効
用を喪失させることを意味するものとして特殊に限
定して解釈される際には、そこで既に趣旨の反映は
尽くされており、「それに加えてさらに、境界の認
識不能という結果発生を必要とするに及ばないとい
うこともできよう」（菊池京子「判例解説」西田典之＝
山口厚＝佐伯仁志編『刑法判例百選Ⅱ各論〔第6版〕』
（2008年）、から、前者の読み方が、まったく成り
立たないことになるものでもないであろう。
なお、判例に抗して前者の読み方を強く説く学説

（前掲『注釈刑法』）は、後者の読み方では認識困難の
評価判断が緩くなり、また、同条後段の「その他の
方法」が拡張的に解釈される不当な結果を招くとす
るが、この論理は不可解である（中森喜彦「判例評
釈」法学論叢85巻1号（1969年）は、同じく理解が困
難であるとして、判例を支持する）。

⑵　境界の認識困難の具体的判断
どの範囲で認識困難を要件とする場合を考えるに
せよ、その認識困難は、どのようにして判断される
か。“登記簿から境界を認識することができる場合”
に認識困難の構成要件的結果を充足するかどうか、
が論議されることがあるが、この論議は、前提そ
のものが、おかしい（団藤重光『刑法綱要各論〔改訂
版〕』656頁（1985年）は、「登記簿との照合…で新た
に正確な境界を認識することが可能であ」るという
事態を語る）。登記簿で境界がわかる、ということ
は、ありえないのであり、おそらくここには、不動
産登記制度上の概念の精確な理解が欠けている。登
記簿附属書類である地積測量図が登記所に保存され
ている筆について、それを手かがりとして筆界を現
地で復元することができる場合は、あるであろう。
また、登記所備付の地図を用いて同様の操作をする
ことも、あってよい。これに対し、地図に準ずる図
面しか整備されていない地域においては、図面や公
簿の観念情報から筆界を現地で復元することは、不
可能である。
このように概念理解を調えたうえで、地積測量図

や地図から筆界の現地復元が可能であるときは境界
損壊罪の構成要件充足が阻却される可能性がある、
ということは、ある一つの事項を留保して、一般論
として是認されてよいと考えられる。留保されるべ
き事項とは、そのような思考操作に無意識のうちに
“座標値信仰”が潜んでいるのであるとするならば、
それは、厳に斥けられなければならない、というこ
とにほかならない。これからの地図は、基本三角点
測量に基づく座標値を重要な要素として作成されて
ゆくことが予定されている。そして、座標値が示す
場所を現地で明らかにすること自体は、論理的に常
に可能であり、それをもって境界の確認が達せられ
るというのであるならば、将来において国土調査や
登記所備付地図作成作業が進捗し国土の全部の筆に
ついて座標値の情報が備わるならば、およそ境界損
壊罪が成立する局面は論理的にありえないという奇
妙な結果にゆきつく。
しかし、座標値が指し示す場所と現地の境界とは、
地震のような深刻な地変により大きく齟齬する場合
でなくとも、刻々と微小な齟齬が生じている。私た
ちの国土は、“ひょっこりひょうたん島”のように常
に動いている生き物なのであり、人々は、この厳粛
な事実に謙虚でなければならない。地殻変動により
現地と座標値が齟齬する際に筆界は現地の生活空間
に即して定められ、原則として従来のものが地表面
の移動に即して移動することを認めた登記先例の趣
旨も、あらためて想起されてよいと考えられる（後
述22）。
このように考えてくるならば、地積測量図や地図
から筆界の現地復元が可能であるときは境界損壊罪
の構成要件充足が阻却される、ということは、個別
の事例の判断に即して、ありうる、というにとどま
るのであり、安易に登記所で得られる情報から境界
の認識が可能であると速断してはならない。

18　自己の境界標に対する行為の可罰性
境界標が自分のものであっても、境界損壊罪の成
立は妨げられないと考えられる。それは、規定の文
理および刑法262条と同法262条の2の排列関係に
照らし、刑法262条のような自己所有物に対する成
立の制約が設けられていないことから導くことがで
きるが、さらに、そのような規律になっていること
の理由を分け入って問うならば、その解答は、境界
標なるものについての私法的な特性に着眼すること
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により実質的に与えられることであろう。また、そ
のことは、この場面における民法学の物権的請求権
の理解運用に一定の示唆を恵むと考えられる（前述
8⑷、後述21⑶）。

19　非親告罪
境界損壊罪は、告訴がなくても公訴を提起するこ
とができる。そして、このような性格を同罪がもつ
ことは、どのような意義を有すると考えられるか。
同罪が、告訴がなくても公訴を提起することができ
る犯罪であることは、刑法264条の指示するところ
から明らかである。その趣旨の理解としては、一方
において、同罪が保護する利益が純粋に私的な利害
に関わる利益でないということがあるであろうし
（毀棄・隠匿の罪のなかでは公文書等毀棄が親告罪
とされない）、また他方において、土地の権利関係
を撹乱させるという行為の重大性ということがある
であろう（毀棄・隠匿の罪のなかでは建造物等損壊
が親告罪とされない）。
なお、いうまでもないことであるが、告訴がある
ことが訴訟条件とされないとしても、関係者が告訴・
告発をすることは可能である。境界損壊罪により「害
を被った者」（刑事訴訟法230条）には、同罪の保護
する利益の性格に鑑み、境界標の所有者のみならず、
対象土地の所有権登記名義人・表題部所有者・所有
者を含むものと解すべきである。

20　罪数
境界損壊罪について、罪数の観点から問題とされ
るべきである論点は、おもなものとして二つあると
考えられる。

⑴　器物損壊罪との吸収・競合関係
まず、同罪が成立する場合において、あわせて器
物損壊罪も成立するものであるか、については、「こ
れ〔境界毀損罪〕と一所為数法の関係にあるものとし
て」「器物損壊罪と同時に刑法262条の2の境界毀損
罪にもあたる」とする裁判例（東京高判昭41・7・19
高刑集19巻4号463頁・判例時報464号60頁）があ
るが、これに対し批判もあり、器物損壊罪は吸収
され包括して境界損壊罪のみが成立するとする解
釈もある（大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法⑽』
（1989年）の269条ノ2の注釈〔渡辺恵一〕が、論議の
状況を紹介する）。

また、「かりに境界標を損壊した場合にも、境界
の認識に支障が生じない限り、せいぜい、器物損壊
罪となるにすぎない」（佐久間・前掲246頁）という
講述は、両罪の成否について余韻のある論述となっ
ている。いずれにしても、この問題は、どのように
器物損壊罪を捉えるか、とくに損壊概念をどのよう
に理解するか、ということに大きく依存するであろ
う。

⑵　境界損壊罪の個数の問題
これに対し、境界を損壊する行為そのものの個数
の問題は、どのように考えるべきであるか。たとえ
ば一つの境界（線）の上にある複数の境界石を移動し
たとしても石の数だけ境界損壊罪が成立するのでは
なく、一個の境界損壊罪が成立するにとどまるとい
う解決が、良識に合した帰結であると考えられる。
したがって、機能としての一個の境界が認識困難に
なるごとに一罪が成立する、と解すべきである（『注
釈刑法』も同旨の解釈を提示する）。

21　境界標の法的保護の総合的視点／民事・刑事
の統合的理解のために
境界損壊罪は、その主たる保護法益が、土地をめ
ぐる権利関係の明確性という個人の利益であること
は、もとより疑う余地がない。しかしまた、同罪の
機能により、不動産登記制度という国家作用が保護
される側面が認められることは否定することができ
ず、また、否定されるべきものでもない。そして、
それは、ひいて土地に関する情報の収集・保全とい
う公共的要請に仕えるという側面をも帯びるであろ
う。これらのものを保護法益という観念で整理する
ことが適切であるかどうか、刑法学における考究に
委ねざるをえないが、境界損壊罪を考えるにあたり、
こうした国家的・公共的な性格が無視されてならな
いこと、これは、不動産登記法学の側から強く指摘
しつづけなければならない。そして、それは、もっ
と言うならば、土地に関わる実定法が全法秩序とし
て要請しているところが背景をなしていることが気
づかれうる。

⑴　土地基本法の理念
すなわち土地は、国民のための限られた貴重な資
源であって、国民の諸活動にとって不可欠の基盤で
ある（土地基本法2条）という特徴をもち、それゆえ、
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土地の所有や利用の状況に関し、調査を実施し、資
料を収集すること（同法17条1項）が重要であると
いう公益的な要請が控えている。論述の簡素を期し、
次述⑵・⑶においては、このような考え方を土地理
念とよぶこととしよう。この土地理念からの一つの
帰結として、ある土地とその隣の土地とのあいだの
境界が適切に認識され、そして、そのように適切に
認識される状況が保たれることは、公共の正当な関
心事となる。

⑵　土地理念の刑事法上の反映
このような土地理念の確認は、一方において刑事
上、境界損壊罪に関し、以上の考察とあいまち、つ
ぎのような理解を要請するであろう。すなわち、同
罪の行為の対象である境界標が土地の所有権の範囲
の境界を指し示すものであるときに同罪は、その土
地の私人の所有権を保護しようとするものであり、
また、筆界を示すものである場合は、不動産登記制
度の運用という国家作用を阻害する行為を罰しよう
とするものである。そして、多くの場合において、
ある境界標の役割は、これら二つの境界の両方を示
すものを兼ねたり、または、そのいずれであるかは
判然としないものの、いずれかを指し示すもので
あったりする。そうであるとするならば、境界標の
損壊等は、総じて、社会公共の正当な関心の対象で
ある土地に関する重要な情報を撹乱する行為にほか
ならず、同罪は、このような行為を抑止しようとす
る趣旨に出たものである。このような観点に思いを
致してこそ、同罪が土地所有者の告訴を待たないで
問擬され、また、法定刑が器物損壊罪より重いこと
が、技巧的説明を要することなく首肯される。

⑶　土地理念の民事法上の反映
土地理念は、また他方において、境界標の私法的

特性に関し次のような見方を可能とするのではない
か。つまり、自分の土地に入り込んで境界を示す杭
を打ってある場合において、土地の所有者は、隣家
の所有者に対し、所有権に基づく妨害排除請求権の
行使として、境界標の撤去または移動への協力を訴
求すべきである。自ら抜くことが許されないことは、
境界損壊罪に当たるから、という刑事的解決に依存
して導出されるべき結論ではなく、上記妨害排除を
自力救済ですることは認められない、という民法の
一般理論の帰結として説明されなければならない。

Ⅱ　観念性／図面情報における座標値

22　問題の提起
土地とは何であるか。土地が不動産の代表的な存
在であるからには、不動産という言葉の字義のとお
り、不動のものと考えられる地表とその上下の空間
を一体として観念されるものが土地であるというふ
うに理解することが、ひとまず良識的な解答である
とも感ぜられる。しかし、一般的に日本は、地殻変
動の多い国であり、土地が本当に不動のものである
かは、よくよく考えると疑わしい。この問題は、ほ
とんど実際生活に影響しない微細な移動を論じてい
るぶんには学術的な理論的問題の域を出ないもので
あったが、神戸震災に際し、広い地域にわたる地表
面の変動があっても境界は変更しないとする行政解
釈（「兵庫県南部地震による土地の水平地殻変動と登
記の取扱いについて」（平7・3・29民三第2589号民
事局長回答・登記関係先例集追加編Ⅷ668頁・登記
研究570号157頁））が出るに及び、いよいよ土地と
は本当に動かないものであるか、がわからなくなっ
てきている。
そこで、土地とは何であるか、が改めて問われる
ことになるが、この問題を考えるうえでは、いきな
り技術的な考察に進むよりも、そもそも社会制度が
土地を一個の観念で把握し、他の財貨と区別する態
度を採っている所以は何か、という本質から考えを
めぐらすべきであろう。人間生活を営むうえでは、
さまざまの財貨が必要になるが、そこに登場する財
貨が多様であるなか、人間が活動をするための安定
した空間が提供される必要がある、というところに
こそ、何より着眼されるべきであろう。そう遠くな
い未来において、そのような安定した空間は、宇宙
に浮かぶ構造物の一区画でもありうる、ということ
が想像されないでもないが、すくなくとも今日段階
の社会における良識的な感覚から言うならば、その
安定した空間の典型は、地球の一部をなす地表とそ
の上下にほかならず、すなわちまた土地にほかなら
ない。このように本質としての安定空間性が求めら
れることから考察を発展させてゆくならば、土地の
観念に何らかの意味において、不動のものである、
という性質を反映させなければならないことは、明
らかである。間題は、しかし、何との関係で動かな
いものであるか。もともと一つ一つの土地を戴く地
球は太陽を周回する公転をしており、その太陽も銀
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河空間のなかで運動しているのであるから、およそ
いかなる意味においても動かない、などということ
は考えられない。しかし、ここで問題としているこ
とは、そのような天外の奇想ではなく、不動産登記
制度など社会制度の運用上、土地を何との関係にお
いて不動のものとみることが人間の社会生活の安定
を図るうえで合目的的であるか、という現実的な問
いである。

23　座標値をめぐる不動産登記制度の概要
そのような観点から、不動である土地の位置を見
究める際の手がかりとしては、もちろんここまでの
考察において問題としてきた境界標があるが、これ
とは別に、図面における土地の位置の確認というこ
とも忘れることができない。境界標が現地ないし現
物としての土地と向かい合う際の主役であるとする
ならば、土地の観念情報である図面において重要な
役割を担うものが座標値である。
不動産登記法14条1項に基づき登記所に備え付
ける地図には、それを電磁的記録に記録して作成す
る場合には、筆界点の座標値を記録するものとされ
（不動産登記規則13条2項）、また、地積測量図に
は、原則として「基本三角点等に基づく測量の成果
による筆界点の座標値」（同規則77条1項7号）を記
録しなければならない。そこにいう基本三角点等に
基づく測量は、「測量法第2章の規定による基本測
量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法
第19条第2項の規定により認証され、若しくは同
条第5項の規定により指定された基準点又はこれら
と同等以上の精度を有すると認められる基準点を基
礎として行う」ものとされる（同規則10条3項）。
もっとも、座標値というものは、それが卒然と登
場してくるものではなく、測量の成果であって、そ
の測量は、上記紹介のとおり、基本三角点等に基づ
く測量であることが求められる。ここにいう基本三
角点等は、「等」の文字があることから明らかである
とおり、測量法制上の狭義の基本三角点に限られる
ものではなく、たとえば土地家屋調査士が設置した
基準点であって一定の要件を充足するものをも含む
（「登記基準点を不動産登記規則第10条第3項に規
定する『基本三角点等』として取り扱うことについ
て」（平20・6・12民二第1669号民事局長回答・本
誌571号10頁、國吉正和「登記基準点の認定制度導
入に向けた取組」同号4頁（2009年））。

いずれにしても、現代における土地の位置の特定
は、人工衛星から発射される信号を用いてするもの
とすることが標榜されており（地理空間情報活用推
進基本法2条1項1号・4項、3条2項）、そのこと自
体は、それこそが標榜されなければならない理念で
あると考えられる。しかし、そのことはまた、つぎ
のような問題を伴う。このいわゆる衛星測位は、地
球の重心を原点とする世界測地系をもって測量を
し、その成果として座標値を得るという営みにほか
ならないが、地表面が載っている地殻は、地球重心
との関係で微細な移動を不断にしているのであるか
ら、地球重心との関係で得られた座標値が指示する
現地（地表面）との関係において時間と共に推移する
ことにならざるをえない。ここから、ある時点で得
られた座標値が、やがて現地の境界標などが示す点
とのあいだにおいて不一致を生ずるという事態が生
ずる。その破局的な極端な事態が地震による地殻変
動である。

24　行政解釈の確認
周知のように、1995年1月17日の神戸の震災に
際し、被災地域において広い範囲にわたり、三角点
が、それを示す座標値について数センチメートルか
ら数十センチメートルの規模で変動するという現象
がみられ、これに伴い土地の筆界が変更されるか、
が問題となった。具体的には、「淡路島北淡町―震
源地に最も近いと言われている場所ですが、ここに
ある釜口三角点では南方向に約1メートル、同じく
江崎山では94センチ南西方向に三角点が移動、神
戸市の須磨では48センチ、不動山42センチ、六甲
山で28センチいずれも北北東に移動、芦屋市、西
宮市の三角点、神戸市和田岬では西向きから西北西
に移動していた」という地表面の変異が観察された
（松岡直武「地震による境界線の混乱と調整」日本土
地法学会編『震災と都市計画・定期借家権（土地問題
双書33）』144頁（2008年））。
このような状況にあって、もし筆界が現地におい
て変更するということになるならば、きわめて多数
の筆に関し、地積の変更の登記や地図訂正をする必
要が生じ、場合によっては分筆や合筆の登記をする
ことが実際上必要になる事態も想定された。そこで、
いわゆる筆界不動（不変）説と現状追認説とのあいだ
において若干の議論があった（松岡・前掲152頁参
照）のち、当時の行政解釈は、「地震による地殻の変



11土地家屋調査士　2012.2月号　No.661

動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動した場
合には、土地の筆界も相対的に移動したものとして
取り扱う」という見解を採り（前掲平7・3・29民三
第2589号）、この見解は、そののち同様の事態が生
じていないところから断定することはできないもの
の、今日においても維持され、先例としての価値を
有しているものと考えられる。これにより上述のよ
うな登記上の諸手続は必要とされないこととなり、
現地においては、従来の生活関係を保持しつつ土地
の使用を継続することが可能となった。そのような
解釈は、おそらく妥当なものであると考えられるが、
それと同時に、上記行政解釈が提示する思想は、よ
り丁寧に思考を整理しておかなければならない部分
があると考えられる。筆者の想い出を交えて言うな
らば、この行政解釈を提示した上記通達は、初見の
際、やや読みにくかったという記憶がある。当時、
被災現地においては、「境界は動いたものとして扱
わなければならないのか」という不安ないし戸惑い
が語られ、どのような見解を所管当局が提示するか
が期待と不安をもって注目された。そして発出され
た通達には、「動かない」という文章は登場せず、む
しろ「移動する」という言葉が出てくる。それでも、
これをもって「境界は動かない」ことになったという
ふうに理解され、安堵感をもって現地の実務家たち
のあいだで迎えられた。半可通の私は、「移動する」
という言葉が二回登場することにより現地でいう
「移動しない」という帰結が確保されるというふうに
読むものである、と得心するまでに一瞬を要したも
のである。

25　先例の理解の精緻化
では、なぜ上記通達の文章がわかりにくいのか。
それは、何かが「移動する」というときに、それが何
との関係で移動することを指しているものか、が通
達それ自体は語っていないことによる。そしてま
た、しかし、その点が全く不明であるか、というな
らば、そうではなく、その合理的な解釈として、「移
動する」は、与えられた測地系を前提として、地球
中心および測地系が準拠する楕円体を規準として得
られる座標値との齟齬が観察される事態であり、実
質的には、地殻より更に深部にあるマントルなどと
の関係において移動があったことを意味するものと
理解される。したがって、地殻がマントルの上をす
べったことにより地表面において座標値の齟齬が出

来する場合においては、地表面が移動したことにな
り、そのような地表面において認識される土地境界
もまた移動したことになる。
このように考えるならば、通達本文の「地震によ
る地殻の変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平
移動した場合には、土地の筆界も相対的に移動した
ものとして取り扱う」という文は、「地震による地殻
の変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動し
た場合においても、地殻に対して見定められるべき
である地表面の上の土地の筆界には、変動がなかっ
たものとして取り扱う」という命題と同義であるこ
とに帰する。
また、このように理解してこそ初めて、通達尚書
の「なお、局部的な地表面の土砂の移動（崖崩れ等）
の場合には、土地の筆界は移動しないものとして取
り扱う」の部分も理解が容易になる。すなわち、局
部的な地表面の移動は地殻の変動を伴っていないか
ら、地殻に対して見定められるべきである地表面の
上の土地の筆界に移動がなく、その座標値にも変更
がないことは、当然のことであると理解される。そ
して、その結果として、むしろ現地においては、従
来の生活感覚と異なる現況が出来することとなる。
たとえば、崖の端が境界をなしていた土地は、崖が
崩れて端の位置が30センチメートル東に寄った場
合は、高地である部分と、崖の下の低地である部
分のうち崖よりの30センチメートル幅の部分とか
ら構成されることになる。この場合において、その
30センチメートル幅の部分を当然に分筆しなけれ
ばならないということにはならないけれども、土地
の形状の変化に伴い高地と低地とで地目が異なるに
至る場合は、分筆の登記をしなければならない。こ
れは不便なことではあるが、地表面の局部的な変動
であるからにはやむをえないというべきである。ま
た、そうであるからこそ反対に、局部的でなく地殻
との連動により生ずる地表変動の場合は、現地にお
ける人間の生活関係に本質的な変化が生じていない
という現実の評価に立脚して、境界もまた現地では
移動していないという認識が政策的妥当性を確保す
ることができる、ということに気づかれなければな
らない。震災の当時、被災現地の境界問題に取り組
んだ土地家屋調査士が、「地震によって地番境自体
に移動が生じたものと認める場合は、地表面の変動
が土地の上下の管理可能な範囲のすべてに及んだ場
合のみに限定すべきものと考える。地番境の移動の
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有無を判定する基準は、広がりにあるのではなく、
むしろ深さによるべきものと考えられる」と述べる
ところ（井畑正敏「境界線の管理の実情と地震の影
響」日本土地法学会編・前掲163頁）は、まさにこの
ことを言い当てている。

26　仮説の提示
土地は不動のものであるか、という問いに対する
答えを言うならば、二つのことが確認されるまで、
その答えを述べるのは待って欲しい、ということが、
さしあたりの解答となる。
二つのことのうち第一は、たやすく不動・可動と
言うけれども、何との関係において不動・可動を言
うのか、これが明らかにならなければ、問いそのも
のが意味のあるものとならない。まず、このことに
ついて認識が共有されなければならない。つぎに、
この問いに対する解答は、論理によって決まるか、
というと、そうではない。それは、不動産法の中核
に据えられる思想的視座に指導されて政策的選択に
より定まる問題である。このことについても、認識
が共有されなければならない。
これらの点を確認したうえで、所問に対する解答
を試みるならば、土地は、地表面において認識され
る境界により画される地表面の上下をなす空間であ
り、いうところの境界は地殻との関係において位置
が認識されるべきであるから、地殻が測地系座標と
の関係において変動したと認められる場合において
も、そのことにより直ちに境界の変動を観念するこ
とはできないという意味において、不動である。
そして、このように考えることは、論理により当
然に定まることではなく、そのように考えるのでな
ければ、人間生活に重大な不便をもたらすものであ
り、これを避けなければならない、という視点が、
ここにおいては、重要である。1番地と3番地との
あいだに挟まれた2番地があるときに、地殻が3番
地の方向に30センチメートル移動したとしても、2
番地は、地殻との関係において位置に変更はなく、
2番地と3番地の境を現地で示すフェンスは、その
まま現地において二つの土地の境界を示す囲障とし
ての役割を果たし続けると考えることにより、現実
の人間生活には重大な不便がもたらされないで済
む。そのように考えなければ、フェンスの脇の30
センチメートル幅の部分が異様に特別の意味を帯び
始め、その部分の私法的帰属関係がどのようになる

か、また、その部分を分筆し、場合によっては分筆
のうえ3番地に合筆しなければならないのではない
か、とかいう一連の疑義が生ずるが、そのようなこ
とに悩むことが何か生産的な成果をもたらすか、を
問うならば、それは何もない。
もとより、このように考えることにより従来にお
いて認識されていた境界の座標値を修正しなければ
ならないという問題は、あるであろう。このように
考えるならば、土地の位置を地殻との関係で不動の
ものとして扱うことは、換言するならば、現地にお
いて生ずる不便と座標値との関係で生ずる不便のい
ずれを重大視するか、という問いに対し、前者を政
策的に選択した、ということにほかならない。
ときに境界の実務に携わる人々のあいだにおい
て、境界は、現地に存在するものであるか、それと
も座標値により復元されるものが境界であるか、簡
単に言うならば、現地か座標値か、ということにつ
いて論議が戦わされることがあるが、そのような文
脈で言うとするならば、上記に提示している解答
は、境界は現地に存する、というほうに与するもの
である、ということになる。
しかし、この論議については、そもそも現地と座
標値に等価対等の位置を与えて、あれかこれか、を
問う態度そのものに問題がある、と言わなければな
らないであろう。土地が人間の活動を支えるもので
あって、人間の活動が現実空間で営まれるものであ
ることに気づくならば、座標値という抽象概念で構
成される観念空間に境界が存在する、と考えること
は、おそろしく良識に欠ける意見である。
もとより、座標値が重要でないということはあり
えず、それを用いた登記所備付の地図や地積測量図
の整備・作成に努力を傾けてきた不動産登記行政や
土地家屋調査士業務における関係方面の努力は、か
けがえのないものである。また、境界標の損傷など
の事態に際し、座標値が境界復元のために威力を発
揮することも、疑いがない。そして、2004年の不
動産登記制度の抜本改編が、この方面においても大
きく問題状況を前進させたことは、人々の記憶に新
しい（不動産登記規則13条2項、77条1項7号参照）。
しかし、それらのことと、座標値に過大な信仰を
寄せ、化身が本質と摩り替わるがごとき思考をする
ことは、安定感のある思考であるとは評価されない
であろう。むしろ、震災に際しての現地の混乱収拾
に携わった登記官が漏らした次の感慨こそ、冷静な
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事態の評価分析として高く評価されなければならな
い。
「元来、土地の境界は自然の水路であったり、垣
根であったり、あるいは人工的な石垣や塀であった
り、また、山の尾根であったりと、そういったもの
で境界が定められていたものであるところから、本
質としての境界とその表現方法としての座標値とは
全く異なるものではないでしょうか。地震が発生す
る前はそこにあったであろうと思われる位置を現地
に再現することが果たして復元といえるであろう
か。地震で移動する以前の座標値によって導き出さ
れる位置を現地に復元すればそれで良いということ
であれば、余りにも多くの問題を残すことになるの
ではないか、このような疑問が出てきます」（西田廣
己〔大阪法務局民事行政部表示登記専門官、当時〕「阪
神・淡路大震災と不動産登記事務の取り扱いについ
て」土地家屋調査士会近畿ブロック協議会編『震災地
不動産表示登記報告会（土地家屋調査士震災復興業
務）報告資料集』（1996年））。

結／対物性と観念性の相克

27　境界を見究め守りゆくことへの決意
このように座標値信仰を戒めるべきである、とい
う考え方を基底とするならば、土地境界概念につい
て本稿が提起してきた問いに対する解答も、徐々に
方向が見えてくることであろう。土地境界概念の観
念的表現に仕える座標値を信じ切ってはならない、
という戒めは、いきおい土地の境界を対物性本位で
考えようとする方向に思考を傾かせる。そう考えて、
土地の境界に関し対物性が基軸であり、その観念性
は補助的要素にすぎない、と割り切ることをもって
本稿の結論とすることも、考えられないではない。
しかし、である。それも、もう少し考えてみるな
らば皮相な考え方であり、ここはどうしても、あと
一幕の考察が要る。座標値を妄信してはならない、
と述べたけれども、ならば、対物性に仕えるツール
であるところの境界標は、信じ切ってよいか。とき
に表示登記専門官や土地家屋調査士の現場における
会話で、「境界標が誤って打たれている」という台詞
が聞かれる。本当に境界が現地の境界標で決まるの

であるならば、それが誤って打たれることは、論理
的にありえないのではないか。それにもかかわらず、
そのような台詞が疑念なく交わされるのは、理由が
あるにちがいない。誤る、ということは、どこかに
本当のものがあって、それと齟齬する、ということ
である。土地の境界も、よく考えるならば、そうな
のであろう。土地の境界は、たしかに現地において
認識されるべきものであるが、なんらかの手立てを
講じなければ、それが可視的には認識されることが
ない。境界は、本質的には、目に見えない線であり、
目に見えない点である。
国語辞典を繙くと、そこに「うつせみ」という不可
思議な和語を見つけることができる。現実と、現実
の仮の姿という意味をもつ。多義的であるというの
を越えて、正反対のニュアンスを表現する言葉であ
り、矛盾に溢れている。ある物を見据えようとして
目を凝らすと、それは仮の姿でしかなく、その奥に
あるものがあり、しかしそれこそ本当のものかと思
いきや、それもまた仮の姿である、というふうなも
のを全部呑み込んで「うつせみ」が織り成す世界は私
たちを哲学的な瞑想に誘うが、土地の境界もまた、
これと似ている。
土地の境界は、地殻との関係で位置が定められる
線および点から構成される図形であり、その位置を
認識するための道具として境界標や座標値が有用で
あるが、それらの道具のいずれも完全ではない。境
界標は、器械を用いて人の作業で設置されることが
あるが、器械には誤作動があり、人の作業には過誤
もある。また、ある時点の地殻を前提に算出された
座標値は、地殻が変動することにより現地と齟齬す
る。土地の境界は、要するに、境界標や座標値を用
いながら、しかしそれらに頼り切らないで見定める
営みを求める。境界が、いちど発見して確定すれば
よいのではなく、管理を絶やさないようにしなけれ
ばならないことに気づくならば、そのような営みは、
求められつづける、とも言うことができるであろう。
いずれにしても、その営みを総合的に遂行すること
ができるのは、杭でも計算機でもなく最後は人であ
る。

（やまのめ　あきお）
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事務所経営の必要知識
―時代にあった事務所経営のために―

第9回　不動産市場を展望するためのポイント
株式会社	住信基礎研究所　上席主任研究員　　伊東　尚憲

事務所経営の必要知識
―時代にあった事務所経営のために―
第9回　「不動産市場を展望するためのポイント」
株式会社	住信基礎研究所　上席主任研究員　伊東	尚憲

不動産市場はさまざまな要因を織り込み変動して
いるが、構造的な問題による変動と、さまざまな出
来事（イベント）による変動に分けて影響を見極める
ことが重要である。今回は住宅を中心とした不動産
市場の変動要因について考察し、今後を展望するポ
イントについてまとめる。

不動産市場の変動要因

2011年の不動産市場を振り返ると、年初の段階
ではリーマンショックの影響が薄れ回復感もみられ
たが、3月の東日本大震災の発生や、夏以降の欧州
債務問題などによって再び不透明感が強まった。
このように不動産市場にはさまざまな要因が影響
しているが、いくつかの切り口に分けて影響を検討
することが重要である。まずは変動の原因という切
り口である。変動の原因は大きく「構造的なもの」と
「さまざまな出来事（イベント）によるもの」に分ける
ことができる。構造的なものとして、例えば、人口
減少によって住宅需要が減少する問題などがあげら
れる。その方向性が変化することは期待しづらい反
面、予測という観点からは方向感を得やすい特徴が
ある。また、短期間での変化はゆっくりで把握しに
くいが、中長期間では確実に変化するものである。
一方、さまざまな出来事（イベント）によるものの事
例としては、リーマンショックや東日本大震災など
があげられる。こちらは、短期間で不動産市場に影
響しやすく、直後の影響度合いは評価が難しいこと
も多い。ただ、時間の長短はあれ時とともに影響は
薄れるなど、景気の周期性とも関連づけて考えるこ
ともでき、循環的な要因ともいえる。
もう一つ切り口をあげると、不動産価格変動のど
こに影響するのかという、対象による区分である。
収益還元法による不動産価格の考え方は、不動産収
益（分子）を利回り（分母）で割ることによって算出す

るというものだが、不動産収益（分子）に影響するの
か、それとも利回り（分母）に影響するのかの見極め
が切り口となる。不動産収益（分子）は不動産需要（床
需要）と言い換えることもでき、不動産需要の増減
が稼働状況や賃料水準などを左右するものである。
マクロからミクロへの影響時間や、意思決定に要す
る時間もあるため、変化のスピードは比較的緩やか
である。一方、利回り（分母）は金融の影響を受けや
すい。金利の変動や、リスク許容度に応じたリスク
プレミアム（リスクのある投資に対して投資家が要
求する超過収益）が変化し期待利回りが増減するも
のである。こちらの変化は不動産需要に比べると早
い。
このような切り口で要因をみることで、短期的に
影響するような事象なのか、それとも中長期的に影
響し続けるのか、不動産収益に影響するのか、利回
りに影響するのかなど、ポイントを整理することが
でき、今後を展望するための糸口が得られることも
多い。以下、近年のいくつかの事象を取り上げて、
影響と今後の見通しについて検討することとする。

「構造的なもの」と不動産市場の変化

不動産市場に影響を与える構造的なものとして最
大のものは、人口動態（人口や世帯数の減少）であ
る。全国の総人口は既に減少しはじめている。一
方、全国の世帯数は2015年までは増加し、その後
減少が見込まれている（国立社会保障・人口問題研
究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）2008年3
月推計」）。このタイムラグは、単身世帯の増加（未
婚者の増加や晩婚化、離婚者の増加、長寿化に伴う
高齢単身世帯の増加などが要因）によるものである。
世帯数が減少すると不動産需要は減少することとな
り、不動産収益にマイナスの影響を与えることにな
る。2008年の時点でも、空き家など居住世帯のな
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い住宅数は799万戸と総住宅数の13.9 ％に居住世
帯がいない状態である。家が余っているからといっ
て住宅供給が急減するものではないが、新設住宅着
工戸数はピークの1973年には年間約190万戸だっ
たものが、2010年には約81万戸と半分以下の水準
にまで落ち込んでおり、長期的には構造的変化の影
響が確実に出ることがわかる。
高齢化が進むことも不動産需要に影響を与える。
人口、世帯数が減少する中でも世帯主が65歳以上
の世帯数は2030年まで増加が続くことが見込まれ
ている。全体の世帯数が減少する中では、不動産需
要の拡大が確実に見込まれるカテゴリーである。高
齢化に対応した建物や立地の再考が必要となってく
る。中心市街地を再活性化するコンパクトシティの
概念や、2011年にスタートしたサービス付き高齢
者向け住宅も、高齢化に対応したものである。商業
施設などでも高齢者が買い物しやすい立地や、高齢
者の消費金額が多い商品を取り扱う店舗を誘致する
などの変化が見込まれる。
潜在成長力も不動産市場に構造的に影響するもの
のひとつである。循環的な景気変動によって不動産
需要は変動するが、大きな不動産需要トレンドを決
めるのが潜在成長力である。日本は高度成長期から
安定成長期、そして低成長期へと変化し、不動産需
要の伸び率も低下しているものと考えられる。企業
収益が伸び悩み、家計所得も成長が期待できず住宅
需要や小売販売額、物流量も伸び悩むなど、不動産
需要全体が成長する時代ではない。このため、成長
の期待できるより狭いカテゴリーが注目されること
になる。
1990年代後半頃からの収益還元法の定着や不動
産証券化市場の発展なども構造的な変化をもたらし
た。最大の影響は不動産と金融の結びつきが強まっ
たことである。それまで主流であった取引事例を比
較する方法から、不動産の収益性に基づいて価格形
成を行う方法に変化したことから、不動産収益はも
ちろんのこと、金利、不動産投資におけるリスクプ
レミアムといった金融的な要素によって不動産価格
がより敏感に動くことになった。またJ-REIT市場
が2001年にスタートしたことも大きい。J-REITの
投資口価格（株価）という価格指標を時々刻々確認す
ることができるようになり、物件取得時の取引価格

や、稼働率、賃料など、それまでは当事者間でしか
知り得なかった情報が広く公開されるようになっ
て、不動産投資における情報拡充につながった。不
動産投資の透明性が高まったことで、市場参加者を
増やす働きをした。

「さまざまな出来事」による不動産市場の変化

「さまざまな出来事」による変動は、前述のように
短期的なインパクトが大きく、直後の影響度合いの
評価が難しい側面がある。ここではリーマンショッ
ク以降、不動産価格に大きな影響を与えた出来事に
ついて振り返り整理する。
2007年の米国サブプライムローン問題に端を発
した2008年の世界的金融危機（リーマンショック）
は不動産需要、金融、両面から不動産価格に大きな
影響を与えた。短期的に影響したのは金融面である。
金融機関が融資に慎重となったため、買い手である
不動産ファンド等の資金調達が難しくなり、不動産
購入意欲が減退、不動産価格の低下につながった。
利回りの面でも、投資家のリスク回避が鮮明とな
り、リスクプレミアムの拡大を通じて期待利回りは
上昇（価格は下落）した。一方、不動産需要への影響
は緩慢だが着実に現れた。金融危機後の世界的な景
気減速を背景に、マインドが冷え込んだこともあっ
て、オフィスビルの床需要や賃貸住宅需要などは停
滞した。また、企業や個人の賃料負担力が低下した
ことで賃料水準は低下圧力がかかった。このように
リーマンショックは不動産需要、金融、両面へ影響
し、不動産価格の調整には時間を要したものの、各
国の金融政策等によって、主に金融面が改善したこ
とで2010年終わり頃には下げ止まり感が出るよう
になってきていた。
3月に東日本大震災が発生すると、再び価格調整
懸念が高まった。被災地を除くと、震災直後は企業、
個人ともに様子見姿勢を強め、転勤を伴う異動や住
宅購入など、不動産需要が抑制されるような影響が
出ていたが、時間の経過とともに、様子見していた
需要も動きはじめたようである。住宅では、立地（湾
岸部か内陸部か）や階数（高層階か低層階か）といっ
た選別がみられたものの、需要量そのものが大きく
変化するほどではなかった。オフィスや物流施設な
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どでは事業継続性の観点からより安全・安心な不動
産へのニーズが高まることになった。一方、金融面
からは、震災や原発問題によって日本への投資を見
合わせる動きがみられたものの、それほど大きなも
のではなく、不動産価格の底打ちが期待されるよう
になってきた。
2011年夏以降、不動産価格に影響しているのは
欧州債務危機である。ギリシャをはじめとした欧州
諸国の国債を保有する欧州の金融機関に及ぼす影響
を懸念するものである。収束に向けさまざまな取組
みがなされているが、いまでも収束する様子はな
い。リーマンショック後と異なり、金融緩和の余地
が限られている（リーマンショック後、政策金利は
低い水準まで引き下げられた）ことや、追加的な財
政政策も打ち出しにくい（そもそも財政悪化が債務
危機の原因）こと、などから、回復までには時間を
要する可能性が高い。日本において、金融への影響
は今のところ限定的だが、不動産需要に関しては不
安感から再び様子見姿勢が強まっているようであ
る。住宅の場合も、ローンを借りて積極的に住宅を
買おうという動きは抑制される。また少し背伸びし

て予算よりも高い住宅を購入しようという気持ちも
起きにくい。このようなリスク回避的な動きは個人、
法人を問わず不動産需要を伸び悩ませている。
主に住宅における不動産需要の変化は、人の動き
からも確認することもできる。図表1は2007年以
降の主要都市における転入者数合計及び移動者数合
計の前年同月比をみたものである。「他市町村から
の転入者数」は市をまたがった比較的遠距離での転
居数（以下、遠距離移動）、「自都市内区間移動者数」
は同一市内で区をまたがって移動した数、つまり比
較的、近距離での転居者数である（以下、近距離移
動）。2008年まではどちらも似通った増減となって
いたが、2009年以降は、遠距離移動が減少傾向に
あるのに対して、近距離移動は増加傾向がみられ
た。これは、景気悪化に伴って、企業が転勤を伴う
異動を抑制する動きや、自宅から通学できる範囲内
で進学先を決めるなど、法人・個人問わず遠距離移
動を抑制する動きがあったためである。一方、近距
離移動は、賃料負担力が低下したことや、賃貸需給
悪化で賃料が低下したことから、より安い賃料の住
宅へ転居する動きが活発化したことで増加したもの

出所）総務省「住民基本台帳人口移動報告（月次）」より住信基礎研究所作成
注）1．主要都市の、他市町村からの転入者数合計、及び自都市内区間移動者数合計の前年同月比を示している。
注）2．主要都市は札幌市、仙台市、東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、福岡市

図表1　主要都市の転入者数及び移動者数（前年同月比）
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と考えられる。
2010年に入ると、遠距離移動も近距離移動も
2008年までと同様、似た動きがみられるようにな
るとともに、遠距離移動もプラスの月がみられるよ
うになり、企業活動の活発化がうかがわれた。しか
し、2011年3月の東日本大震災によって3月、4月
と前年割れとなってしまった。震災の影響で、不要
不急の転居を抑制する動きがみられたためである。
5月になると、遠距離移動が前年同月比＋27.4 ％、
近距離移動も同じく＋12.6 ％と大きく増加した。
震災直後にみられた様子見姿勢が変化し、再び活動
を活発化させたためと考えられる。2011年夏以降
は、一進一退の動きとなっている。

今後を展望するためのポイント

第一のポイントとして、不動産市場の好不調のサ
イクルがより明確に、そしてサイクルはより短くな
ることが予想されることがあげられる。景気変動に
よって不動産需要が緩やかに変化、不動産需給そし
て不動産価格へと影響する流れが基本ではあるが、
金融と不動産の連動性が高まったことや、グローバ
ル化の進展で国際金融の連動性が高まったことで、
世界の金融市場の動きが日本の不動産市場にも影響
するようになっているのは、リーマンショック以降
の不動産市場でみられるとおりである。長期的な視
点はもちろんだが、短期的な好不調の見極めも必要
とされよう。そのためにも、不動産需要の動きだけ

でなく、金融市場の動きにも注目していく必要があ
る。
第二のポイントとしては成長分野の見極めであ
る。これまでは量を充足するという観点から、どち
らかといえば新規供給に注目し、新規供給さえ行っ
ていれば成長できた時代であった。しかし、これか
らはストックを有効に活用するようなビジネスが日
本における不動産市場の主役となることが見込まれ
る。例えば既存住宅ストックの活用もそのひとつで
ある。2006年6月に施行された住生活基本法に基
づき2006年度から2015年度までの10年間における、
住生活の安定確保及び向上促進に関する基本的な計
画として「住生活基本計画（全国計画）」が策定されて
いる。ここでは、「良質な住宅ストックの形成及び
将来世代への承継」などを目標に、具体的には既存
住宅の流通や、リフォームの促進などが掲げられて
いる。住宅政策が、これまでのフロー（住宅建設）
からストック（既存住宅）を活用する方向に転換して
いるのである。既存物件を活用し、簡易なリフォー
ムはもちろん、設備や内装を一新するようなリノ
ベーションビジネスも拡大が見込まれる。高齢者住
宅の必要性とも考えあわせると今後も伸びが期待さ
れる分野といえよう。
人口減少や潜在成長力の低下といった要因から、
今後の不動産市場を楽観的に展望することはできな
い。しかし、その一方で成長が期待される分野もあ
り、どの分野に注力するかによっても今後の展望は
異なってくるものと考えている。
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昨年、わが会は関東ブロック協
議会（以下「関ブロ」）のゴルフ大会
の当番会であったが、3月11日の
震災による当時の自粛ムードと事
業予算の多くを義援金に振り向け
たため、早々に中止を決めていた。
また、日調連ゴルフ大会の当番会
からも大会を自粛したいという申
し入れがされているという話を聞
いていた。
ところが、5月頃に、チャリ
ティーということでゴルフ大会を
やれないかという打診が来ている
という噂が聞こえ始め、6月にな
り、当時日調連の総務部長であっ
た國吉会長から、「全国の会長達
から、ぜひ、チャリティーゴルフ
大会をやってほしいという申し入
れがされている。ここは関ブロゴ
ルフの当番会である本会が日調連
と共催という形で実施するしかな
いと思うので、協力してもらいた
い。」という要請があった。そこで
急遽直近の理事会で、担当理事を
指名して、準備に取り掛かった。
7月某日、集まった担当理事の
懸念は実行予算であった。会場
は、正式に中止という協議をして
いなかったので、一応押さえて
あったことが、結果的には幸いし
た。ただ、実行予算は全くのゼロ。
会員に当日の運営に協力をお願い
しても、そのための日当を支払う
予算すらなかった。
…沈思黙考、皆で考えた結果、
「よしっ、チャリティーなんだ
から、各会から名産品を提供して
もらって、それを賞品に充てよ

う。そうすれば、賞品代が圧縮で
きるぞ。」
「じゃあ、いっそのこと、支援
金も募って、たくさんのお金を被
災会に送れるようにしよう。」
ということになり、予算案を作成
すると、各会から協力が得られれ
ば、どうにか実施できそうな目途
が立った。
実施日が11月6日（前夜祭）、7
日（ゴルフ大会）だったので、8月
には大会開催の案内を送らないと
いけないことを考えると時間もな
い。ここから、会務の合間を縫っ
ての、慌ただしい日々が始まっ
た。
準備を始めた我々には、打合せ
などを進める一方で、大きな不安
もあった。関ブロの各会には、関
ブロ会長会議などで直接協力を求
めれば良いが、全国の各会から、
どの程度の協力が得られるのか分
からなかったし、今大会の会場で
ある東京よみうりカントリークラ
ブは名門コースで、プレーをした
いと思う人も多いだろうが、プ
レー代もかなりの額で、旅費を考
えるとそう多くの参加者は集まら
ないだろうという懸念を皆が持っ
ていた。いろいろな意味で負担を
軽くできるよう、あらゆるコネク
ションを駆使して、それ相応の条
件で交渉することはできたが、そ
れでも参加者の負担が大きいこと
には変わりはなかった。
8月の末になり、参加者募集の
案内と各会への名産品と支援金の
協力願いを送付した。締切りは9

月の末となっていたので、その間
の1か月は、ひたすら各会からの
申込みを待った。9月20日前後か
ら、少しずつ参加申込書や名産品
提供の回答が集まり始めた。それ
は、こちらの予想をはるかに超え
ていた。
高級牛肉や地酒などの食料品だ
けではなく、タオルや化粧筆な
ど、各会でいろいろと趣向を凝ら
したのだろうと想像できる名産品
提供が続々と届き、それだけでは
なく、支援金も多くの会が協力し
たいと申し出てくれた。運営費が
足りないという理由から、苦肉の
策で取った方法が、土地家屋調査
士業界全体を巻き込んで、大きな
力になったことに、心から感心し
た。どうにか運営できそうだと
いう安堵よりも、ゴルフという、
言ってみれば遊びであるのにも係
わらず、チャリティーということ
で、協力を申し出てくれた土地家
屋調査士の気持ちの優しさにうれ
しくなった。
また、ゴルフ大会への参加者も、
全国各地から、たくさんの申込み
が届いた。当初、ゴルフプレー後
の表彰式会場のキャパシティーと
日没の時間の関係から、144名を
上限の人数と考えていた。おそら
く、それほど多くの方が集まるこ
とはないだろうと、高を括ってい
たところもあった。足りなければ、
本会の会員に動員をかければいい
と考えて、本会の会員の申込みは、
後で受け付けることにして、申込
みを待ってもらっていた。

第 26 回日調連・第 31 回関東ブロック協議会合同

「東日本大震災」復興支援チャリティーゴルフ大会舞台裏

東京土地家屋調査士会　総務部長　木下満

第26回日調連・第31回関東ブロック協議会合同
「東日本大震災」復興支援
チャリティーゴルフ大会舞台裏

東京土地家屋調査士会　総務部長　　木下　満



19土地家屋調査士　2012.2月号　No.661

ところが、続々と申込みが届
き、回答の締切りを待たずして、
144名を超え、その後も、どんど
ん申込みが届く。皆さんからの
このコースでプレーしたいとい
う思いが伝わってくるようだっ
た。チャリティーへの協力をして
もらっている中、定員を超えたの
で受け付けられないなどと言い出
せるはずもなく（笑）、そのまま受
け付けたところ、最終的に180名
の申込みがあった。これには本当
にびっくりした。ただ、申込みを
待ってもらっていた東京の会員
は、結局、ほとんど受け付けるこ
とができなかった。このコースで
のプレーを楽しみにしていた東京
の会員達には、申し訳なかったと
思っている。
10月に入り、当日まで1か月を
切ってからが、本当に大変だっ
た。各組の組分けに始まり、予想
以上にたくさんの申し出をいただ
いた名産品を賞品としてどのよう
に振り分けるのか、また、前夜祭
のアトラクションとして何をやる
のかなど、会務執行の片手間に進
めるのは、やはり楽ではなかっ
た。
だが、今回は、指名された担当
理事の構成が絶妙だった。皆それ
ぞれに得意な分野があり、その分
野が上手い具合に分散されてい

て、何かやることがあれば、それ
に長けた人が必ずいたので、その
人に頼めば良かった。確かに大変
ではあったが、物事がスムーズに
流れたのは大きかった。そして、
どうにか前夜祭までこぎ着けた。
前夜祭当日、空模様はどんより
とした曇り空で、時折雨もぱらつ
いていた。だが、前日は本会の会
員研修会であったのにも係わら
ず、本会の役員の面々は、時間前
に張り切って集まっていた。事前
に事務局から割り振られた役回り
を皆できびきびとこなし、國吉会
長は東京の下町っ子らしく半纏を
着て、粋に参加者を出迎えた。
前夜祭が始まると、時間はあっ
という間に流れた。八王子芸者が

宴席に興を添え、定番のじゃんけ
ん大会は思ったより盛り上がり、
最後は、半纏を着た國吉会長の木
遣りからの三本締めでお開きと
なった。二次会のお酒はだいぶ進
み、新宿の夜は更けていった。
次の日の朝、周りには自然に
朝4時半には目が覚めるたちだと
言っておきながら、目が覚めた
ら、チャーターしたバスを出迎え
る少し前だった。完全に寝坊だ。
朝食も摂らずに慌ただしく部屋を
出た。
天気は予報のとおり、見事な快
晴で、素晴らしいゴルフ日和だっ
た。バスに乗り、ゴルフ場へ着く
と、色とりどりのウエアを着た参
加者がすでに多数集まっていて、
プレー前の練習に余念がなかっ
た。11月だというのに、汗ばむ
陽気で半袖の方も多く見えた。運
営側の本会役員も皆すでに集まっ
ていて、写真撮影の準備をする
者、ニアピンの計測を行う者など
など、それぞれの役割を果たすべ
く、忙しく準備をしていた。ここ
までくれば、あとはこの1日を無
事に乗り切れれば良い。そして
第1組目が午前7時30分にスター
トした（驚くべきことに、当日の
遅刻者や欠席者が一人もいなかっ
た！）。
ゴルフ大会がスタートしてから
は、若干時間が押し気味ながら
も、無事に進行していった。役割
を振られた本会の役員も事務局か
ら手伝いに来た職員もよくがん
ばってくれていた。それに、当日
は本当に気持ちのいい天気で、プ
レーをしている参加者はさぞ楽し
かったことだろう。実際、皆楽し
そうな表情でプレーをしていた。

前夜祭会場でご歓談中の皆さん 八王子芸者による余興

木遣り発声中の國吉東京会会長
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運営側の役員には参加したかった
者もおり、とてもうらやましそう
に見ていたのも印象的だった。

午後2時ごろになると、朝一番
でスタートした第1組目のパー
ティーが上がってきた。その後も
続々とプレーを終えた参加者が表
彰式会場に集まってくる。だが、
表彰式のスタートは午後5時。そ
れまでの間、フリードリンク制で
はあるが、食べ物は出てこない。
いくらなんでも、お待たせするに
は長すぎるだろう。
こんなこともあろうかと、その
間、落語家の桂文生師匠に来ても
らい、小話をしてもらった。これ
には本当に助けられた。「場つな
ぎ」と簡単に言うが、これはもち
ろんそう容易なことではない。本
番前にビールで景気付けをして、
その後2時間ほども立ちっぱなし
で、その場を盛り上げてくれた師

匠には感謝である。こうして、日
没ギリギリの午後5時少し前に最
後の組のプレーが終了し、表彰式
を迎えた（最後の2～3組は、ホー
ル間を走って移動したそうだ。）。
帰りの飛行機や電車の時間の関
係もあり、遠方から参加された方
の多くは表彰式を待たずして、会
場を後にされたが、表彰式の会場
は多数の参加者が集まり、打ち解
けた雰囲気の中で行われた。入
賞者が前に出て賞品を受け取る
度に、手拍子が起こり、「1万円」
コールが上がる。入賞者はそれぞ
れに、支援金をチャリティーボッ
クスに入れる。こうして、チャリ
ティーの額はまた増えていった。
表彰式を終え、運営側の役員た
ちで片づけをして、それぞれ車に
分乗して、帰路についた。バスに
乗った私は、大会が終わった安堵
と1日の疲れで気づいたら眠って
いた。
後日、事務局で全ての費用の精
算を終え、収支報告書を作成した
ところ、192万円もの金額を支援
金として日調連に送金することが
できるとの報告を受けた。ゴルフ
大会の表彰式で「チャリティーの
額は、150万円は下らない。」と宣
言してしまっていた私としては、
ホッとしたところであるが、それ

もこれも、今回のゴルフ大会にご
協力いただいた、各会の関係者、
参加者、その他協力企業など、す
べての方たちのおかげである。こ
こに感謝の意を表したい。また、
会務続きの中、献身的にがんばっ
てくれた役員各位、事務局の職員
にもお礼申し上げる。多々不十分
なところなどもあったかと思う
が、これまでに記述してきたよう
なドタバタの中での手作りの大会
とご理解いただき、ご容赦願いた
いと思う。
それにしても、やはりゴルフは
プレーするものだなとつくづく
思った。東京よみうりカントリー
クラブのご厚意で、運営側の役員
一同で慰労コンペが行えることに
なったそうなので、当日プレーで
きなかった分、今はそれが楽しみ
である。

プレー中の皆さん

表彰式であいさつをする竹内日調連会長 ゴルフ大会優勝者の鈴木会員（千葉会）と
竹内日調連会長

各会から提供いただいた賞品の数々
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平成23年3月11日、福島県は東日本大震災に遭
いました。M 9.0と日本観測史上最大クラスの地震
という経験したことのない災害を体験しました。そ
れまでは阪神・淡路大震災などメディアを通しての
情報しか分からず、身をもって災害に遭うなど思っ
てもいませんでした。今回、寄稿させていただくこ
とになり、震災直後の私の個人的な体験や土地家屋
調査士として感じたことを投稿したいと思います。

・震災直後の連絡方法と行政の状況
震災に遭って気づいたことですが、まず平常時
の連絡方法は固定電話とメール（PC）とファックス
の3種類ですが、どれも即座に繋がるツールでは無
かったことです。まず固定電話は、震災直後であれ
ば事務所兼自宅の方は比較的連絡が取りやすいと思
いますが、事務所と自宅が別の方や避難している方
など、なかなか連絡が取れなかったかと思います。
パソコンや携帯電話のインターネット回線を利用
した連絡方法（ツイッターやメール）は停電もしくは

我が会の会員自慢

福島会／京都会

電柱の破損によりケーブルの断線や携帯電話の基地
局が停止していなければ一番連絡がとりやすいツー
ルでした。ただ事務所や自宅から避難している方は
パソコンが無いので、最終的には携帯電話に頼るし
かなかったです。私も携帯電話で連絡をとっており
ましたが、正常につながり始めたのは3～ 4日経っ
たころだったと記憶しております。
普段使い慣れたツールも災害が起きた場合は、日
ごとに状況が変わるので何が最善な連絡手段なのか
見直す必要があると思い知りました。
行政の状況は、震災当日は大半の市町村の行政が
被災しておりました。行政の建物自体が半壊や全壊
しているところもあり、行政の機能を移転するなど
して、正常化するまで1か月以上はかかっておりま
した。
その間はもちろん境界立会いなどはほとんど行わ
れず、災害対策に行政関係者は追われている状況で
した。

福島会　　『3.11東日本大震災を経験して』
福島県土地家屋調査士会　　安部　正伸

この度の東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の被害に対しまして、全国の皆様
から多大なる義援金や支援物資をお送りいただき誠にありがとうございました。この場をおかりし
て御礼申し上げます。

さて、今回紹介します我が会の自慢の会員は、現在、支部理事や福島青年土地家屋調査士会長も
務めている安部正伸氏であります。

彼は、平成16年に土地家屋調査士会に入会し、土地家屋調査士歴7年、年齢37歳で当会会員の
中では比較的若い世代の会員でありながら、物事を冷静に分析し、前向きに考え、また常に仲間を
思いやりながら和を保つこともできる素晴らしい人間です。  

これからの土地家屋調査士の発展のためにも当会において必要な人材であり、将来を嘱望されて
いる好青年であります。

今回の大災害を経験して、彼なりに感じた事柄を寄稿していただきました。
彼が感じた様々なことから、これからの災害対策に役立てるもの、これからの土地家屋調査士の

あり方等を見出せるのではと考えさせられました。全国単位会の皆様も一緒に考えていただく機会
になれば幸いです。

福島県土地家屋調査士会　郡山支部　支部長　　小野寺 正教

連合会広報部では、『我が会の会員自慢』と題し、各土地家屋調査士会において特色を持って活動され
ている会員の方々を紹介するシリーズを企画しました。皆様の会の自慢の会員さんを全国に紹介してい
ただければ幸いです。
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・水、食糧、ガソリン等生活物資の状況
私が住んでいる郡山市でライフラインの内一番ダ
メージがあったのは、水道でした。電気は地域の一
部が停電しておりましたが、ほとんどは停電してい
ない状況でありました。水道の復旧には約2週間の
時間がかかり、その間給水所に通ったり、知人に水
を分けてもらったりしておりました。今まで水を自
分で調達することが無かったので、水を入れる容器
（ポリタンク）が無く、また、店頭にも水を入れる容
器が品切れ状況だったので、水を入れる容器を確保
するのが非常に大変でした。
次に不足したのがガソリンです。震災後ガソリン
を給油するのが非常に困難になり、4時間5時間並
ぶのは当たり前でした。並んでも2,000円から3,000
円までの給油しかしてもらえない状況が約1か月続
きました。ガソリンが無いことで、避難することが
できない、また、救援物資を運ぶことができないな
どガソリンは水と同様に貴重なものでした。
その次に不足したのが食糧ですが、これも高速道
路など一般車両が通行止めになっていたことから、
物資の供給がストップしてしまい、食糧がスーパー
やコンビニなどに行き届かない状況が続きました。
震災後には各市町村の災害対策本部に支援物資が届
きましたが、その支援物資のほとんどは避難所にい
る方に配給しておりました。ただ私がその時感じた
のは、避難所にいる方だけが被災者ではなく、避難
所に入らない人でも食糧が不足していることから、
自宅難民も多かったと思います。通常に戻るまで半
月ぐらいかかりました。

・福島原発と現状
福島県民として、今回の事故が起きて初めて福島
原発の仕組みが分かりました。福島県内に原発があ
るのは分かっておりましたが、東京電力が管理して
いるなど多くの面で初めて耳にすることが多かった
です。
特に放射性物質や放射線量など身近に無いことば
かりだったので、事故当時はおそらく福島県民の大
半は自分たちが被ばくしていることなんて考えても
いなかったと思います。福島県の行政も同じだった
と思います。放射線量が高い時期に母親と子供が給
水をしてもらうのに長時間屋外で待っている状況が
当時はありました。今では考えられないことですが、
当時の知識では当たり前のことでした。私自身も放
射性物質や放射線量を理解したのも5月になってか
らテレビや雑誌、本やインターネットを通じてでし

た。
現状としましては、福島県の半分が放射性物質に
より汚染されてしまいました。浜通りや会津地方も
汚染の度合いはありますが、一律として言えるのは
風評被害により経済活動が低迷している、これが福
島県の現状です。

・全国の青年土地家屋調査士会からの支援物資
平成23年11月19日に福島で全国青年土地家屋調
査士大会が開催されました。今までの全国大会の開
催地は第1回と第3回が京都、第2回が東京、第4
回が札幌、第5回が福岡、第6回が兵庫、第7回が
愛知と毎年開催されています。今回この全国各地の
有志の集まりを通じたネットワークが支援物資の調
達や連絡など大きな役割を果たしておりました。こ
のネットワークは有志の集まりですが、震災時には
非常に心強く被災地側にいる者としてはとても安心
感がありました。

・防災意識の再確認
今回大震災に遭い、防災のあり方について色々と
考えさせられました。家族や知人、土地家屋調査士
としての連絡方法のあり方や災害時は日ごとに必要
とする支援物資が変わることや、災害支援物資を送
る側と受ける側の対応のあり方、そして災害が起き
てからではなく、災害対策に迅速に対応ができる仕
組みを平時に作り継続していかなければならないこ
となど、個人の防災と組織の防災について再確認、
再認識しました。

・今後の土地家屋調査士のあり方
今回大規模の被災を受けたことによって土地家屋
調査士は行政との連携を高める大きなチャンスだと
思っております。連携の方法は何でも良いと思いま
す。災害協定でもボランティアでも行政に人材を派
遣してでも、震災直後の行政は猫の手も借りたいほ
ど困っています。それを目の辺りにして私は何もで
きなかったです。震災時に土地家屋調査士の役割が
決まっていたのであればどんなに良かったのかと思
います。
今後、いつどこで震災が起きるか分かりません。
普段の業務だけの行政との付き合いだけではなく、
災害時に助け合うことも最終的に国民へのサービ
ス、信頼に繋がるものと私は思います。
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京都土地家屋調査士会所属の齋藤大輔といいま
す。大学卒業後、下積み11年、独立して丸2年に
なりました（登録して5年になります）。私は土地家
屋調査士を天職だと感じ日々楽しく仕事をしていま
す。一般的には経済状況があまりいいものとはいえ
ないのですが、私にとっては仕事が次から次へと湧
いてくるという感じです。売上げ、利益ともに順調
に伸び、昨年度は自分の目標を達成できました。独
立3年目となる今年はさらに面白くなる年ではない
かとワクワクしております。
なぜそのように感じるかと言えば、①私は土地家
屋調査士を業者の下請けのような存在ではなく、不
動産における根幹情報の発信者と捉え、もっとも所
有者に安心・的確な情報を伝えられる資格であると
考えているからです。②日本が沈没しない限り不動
産はなくならないがゆえ仕事もなくならない。③仕
事となるネタはそこら中にありふれているように思
えて仕方がないからです。特に③においては、ドラッ
カーが「事業とは顧客を創造すること」と述べている
ように、私にとっての顧客とは不動産業者や司法書
士、税理士だけではなく、不動産を持っている全て
の人と考え、その顧客が何を必要とし、何に価値を
求め、どうしたら幸せになるか、『経営者』として常
に考え続けている結果なのです。私はよりすばらし
い『経営者』となるために様々なセミナーを受け自己
研鑽に励んでいます。
私は自分が受けてきたセミナーを「1人だけ知識

を持っているのはもったいない。もっと仲間にも
知ってほしい、活用してほしい」と思い、独立開業
したての会員さんを始めとした比較的若い会員で構
成される若手勉強会にてみんなで勉強しています。
その若手勉強会はほぼ月1回のペースで開催され、
毎回10人ほどが参加していますが、十数年前に経
験の浅い若い会員さんが集まってスキルアップを図
るためはじめられたそうです。私はその伝統ある勉
強会の代表として毎回の勉強ネタを提案していま
す。土地台帳・地積測量図・公図の読み方、取扱基
準の解説など実務面に焦点を当てた勉強はもちろん
のこと、ビジネスマンとして必要なマナー、業務を
するに当たって必要な基本的能力であるコンピテン
シーの理解とその鍛え方、NLP（コミュニケーショ
ン技法・心理療法技法を中心として作られた心理学）
の基本的な実践を今までに勉強しました。今後は財
務三表から見る経営分析・不動産分析、ドラッカー
の経営学、MECEやSWOT分析を用いた経営分析
も少しずつですが勉強会でできたら経営者としてこ

京都会　　『土地家屋調査士イノベーション』
京都土地家屋調査士会　　齋藤　大輔

の厳しい時代に生き残っていけるのではないかと考
えています。
また先輩会員さんから実務経験の浅い会員さんの
インターンシップ制度ができないか提案していただ
きましたので、その先輩会員さんの事務所に若手勉
強会から１人ですが勉強に行かせていただきまし
た。その会員さんは「厳しいけど自信がつく」と喜ん
でおられます。仲間をフォローしあえるこういう取
組みは若手勉強会ならではのことと思います。
京都の若手勉強会では土地家屋調査士本来の勉強
はさることながら、ビジネスという観点から様々な
切り口で業務を捉えなおし、それに関する勉強を
行っております。そうすれば一味も二味も違った若
手会員が京都会で活躍されることとなり、京都会か
ら土地家屋調査士業界にイノベーションを起こすこ
とができるのではないかと思っています。私は土地
家屋調査士イノベーションを密かに巻き起こそうと
企んでいる1人なのです。
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時代★あす★への扉

―研究所活動報告―

業務部長　児玉　勝平

1．土地家屋調査士を探すには

一例ですが、私が調査した土地と建物について相
談に乗ってもらえないかと弁護士から問合せがあり
ました。何事かが起きていると予想されますので「ど
うされたのですか。」と尋ねると、その土地建物の管
財人として売却準備を進めており、売却に必要な情
報を調べるため登記所の地積測量図を閲覧し、作成
者欄から私への連絡になったようです。
私は、登記済証の他に当時の調査状況や気づいた

点をまとめた書類、さらに地積測量図の他に現況と
の関係を示した図面も加えた「精査認証書」を作成し、
渡しており、その書類を見ていただければと説明した
のですが、権利書も含め当時の関係書類は一切見当
たらないとのことで、困られていました。そうした事
情ならと、当時の「精査認証書」を再度、提供すること
で管財人の職務遂行のお役に立つことができました。
後に弁護士から「いい仕事されてますね。」とテレ
ビ番組でよく聞くような言葉をいただき、私の「精
査認証書」による調査情報提供サービス（有償）が役
立っていることを実感した次第です。
全国の会員の皆さんも依頼者以外の方からの問合
せを経験をしておられるはずで、その方々は、どの
ようにして土地家屋調査士に辿り着いたのでしょう
か。土地家屋調査士の調べた箇所かどうかを広く国
民が知るには、多くの場合、登記所の地積測量図、
建物図面等の作成者欄に頼るしかないので、ほとん

どの方がそうした経緯だと思われます。
しかし、それが可能なのも登記に至り、法定図面
の添付が伴う場合のみで、もし、図面の添付が不要か、
手続きまでに至らない業務の場合には、土地家屋調
査士が関わった事実を国民は知りようもありません。

2．権利の明確化と信頼に応えるための課題

土地家屋調査士法第一条の目的で「表示に関する
登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る
国民の権利の明確化に寄与」と明記され、倫理綱領の
使命として「不動産に係る権利の明確化を期し、国民
の信頼に応える。」と毎年、唱和していますが、国民
がその業務の情報を活用したいと思っても、前述の
ような状況では、やはり利用しにくいと感じられる
のではないでしょうか。土地家屋調査士の名称が一
般にあまり知られていない状況からしても、この点
は、つまり土地家屋調査士が関わった不動産を一般
に明らかにしておくことは、重要な課題となります。

3．WEB地図を利用した公開

さて、この課題をどのようにしたら解決できるの
でしょうか。一昔前には、大変な取組みとなったで
しょうが、情報化社会の今日には、容易くなってい
るのではと思います。
というのも、誰もがインターネット地図上で、あ

―研究所活動報告―

業務情報の公開とは

日本土地家屋調査士会連合会研究所における、研究項目や中間成果を全国の会員の皆さまにお届けする
場として会報の紙面を利用させていただくことになりました。

平成23年度の研究所は、所長と2名の研究所担当理事、および横断的に業務部から3名の理事、さら
に全国から参集いただいた12名の研究員にて活動しています。

土地家屋調査士制度の夢や未来を語り、明日への架け橋として、開かれた研究所でありたいとの希望を
込めて「時

あ

代
す

への扉」というタイトルをつけてみました。時代の風を感じて、明日への扉を開けてみましょ
う…。 【担当副会長：岡田　潤一郎】

時
あ

代
す

への扉
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の店、この店の位置を知ることができ、利用してい
ますし、身近な不動産業界も賃貸住宅や売買物件の
情報を地図上の印と結びつけ、マッピング公開を
行っています。
私たちの調査箇所も同様に地図上に印をつけるだ
けで、国民は土地家屋調査士の業務箇所を簡単に知
ることが可能となります。つまり、一人一人の会員
が、自らの調査個所に印を付け、「ここは私が守っ
ています。」と表示することで、国民の期待と信頼に
応え、土地家屋調査士法の目的実現に大きく貢献す
ることとなります。
このように全国の会員が自主的に調査個所を公開
できる基盤を整備するため、連合会は総会の承認を
得た事業計画として「業務情報の公開」を検討し、進
めているところです。
この事業計画と似た連合会事業としては、既に「認
定登記基準点の位置情報公開」がありますので、利
用された会員は同様なものとして合点がいかれるは
ずです。

4．業務情報公開の意義

認定登記基準点システムとの違いは、公開するも
のが座標値から、調査した会員の事務所名と連絡先、
それに調査地の所在地番などに変わるだけです。そ
の情報が得られるだけでも登記基準点公開と同様に
国民だけでなく、会員業務にも大きく役立つシステ
ムとなります。
例えば、業務位置が既に公開されている近くの土
地の調査を依頼されたとします。少し離れています

が同じ街区内でしたら、以前の調査経緯等も不動産
登記規則第93条不動産調査報告書の内容共有等に
より、周辺との整合性や一貫性が保てる業務が可能
となりますし、問題点も未然に避けられるかもしれ
ません。ひいては、信頼ある成果を国民と登記所へ
届けることとなり、より一層、土地家屋調査士の信
用を拡大することに繋がります。
不動産を利用される方々は、全国津々浦々に貼ら
れた土地家屋調査士のマークを辿って、私達に事前
に相談しやすくなりますし、筆界特定制度やADR
での土地家屋調査士の役割とも結びつき、予防法務
的な側面を創りだすことも予想されます。
国民の権利と財産に直接関わる業務を専門とする
職業者として、信用・金融制度への貢献も含めた活
用されやすい環境を築くことで、さらなる土地家屋
調査士の発展基盤を得ることになるでしょう。

5．新たな社会への対応

先達から我々へと連綿と歩み続けた道は、土地家
屋調査士制度の前史となる統治のための数量から個
人の権利のための領域と位置への変化でもありまし
た。そして現代社会はシステム理念の大変革として、
事前規制に代わる新たな機能を探し求め、その役割
の一つを履歴に求めつつあります。
土地家屋調査士業務は公共性の高い業務であると
皆さん、自負されているはずです。この業務情報の
公開事業を通じて、土地家屋調査士の成果と履歴が
公共財として認知、活用されるならば、その思いを
具現化させられるはずです。

グーグルマップ・グーグルアースでの作成例

グーグルアースの作成例 グーグルマップの作成例
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完全復元伊能図全国巡回フロア展 in 大阪工業大学

秋も深まる10月28日からの三
日間、大阪市旭区にある大阪工業
大学において、「完全復元伊能図
全国巡回フロア展in大阪工業大
学」（以下、伊能図展という。）が開
催されました。開始日を同じくし
て大阪工業大学では学園祭である
「第63回城北祭」が開催されてお
り、当日は大勢の人出で賑わって

いました。ただ、伊能図展の開催
された体育館は、キャンパスから
少し離れている所にあるため、学
園祭帰りに立ち寄っていただくと
いうスタンスでしょうか、入場者
は午後から徐々に増えてきたとい
う印象です。大阪工業大学は大阪
市の北東、隣接する守口市に近い
旭区にあり、キャンパスのすぐ北

側に淀川を望むことができます。
大阪工業大学の伊能図展のホーム
ページでは、伊能忠敬が淀川の堤
防を歩く姿が掲載されていまし
た。

入場するとすぐに2階のギャラ
リー席に向かうことになります。
伊能図（大図、中図）の全景が、ギャ
ラリー席から一望できるわけで
す。体育館の大きさの関係で、日
本列島のうち北海道を日本海に
置かざるを得ませんでしたが、体
育館が大きければ日本列島と同じ
ように伊能図も配置できるそうで
す。
次に1階に降りて見ると、体育

完全復元伊能図全国巡回フロア展
in大阪工業大学

連合会広報部　眞鍋　健

平成23年10月28日（金）、29日（土）、30（日）
主催 学校法人常翔学園・大阪工業大学 
主管 完全復元伊能図全国巡回フロア展中央実行委員会

（伊能忠敬研究会、社団法人日本ウオーキング協会、社団法人日
本測量協会、社団法人全国測量設計業協会連合会、日本土地家屋
調査士会連合会、財団法人日本地図センター、財団法人日本測量
調査技術協会、日本私立大学協会、全国地方新聞社連合会） 

後援 国土交通省、厚生労働省、農林水産省、環境省、文部科学省、経
済産業省、国土地理院近畿地方測量部、大阪府教育委員会、大阪
市教育委員会、守口市教育委員会、枚方市教育委員会、大阪市旭
区、大阪市旭区商店会連盟、日本国際地図学会、一般社団法人地
理情報システム学会、歴史街道推進協議会、読売新聞社

協力 社団法人日本ウオーキング協会近畿本部、大阪府ウオーキング協会

学園祭開催中
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館の壁面には伊能忠敬が使用した
測量機器の写真や解説、測量の旅
工程等を詳しく解説したパネルが
展示されており、伊能忠敬測量の
旅を思い浮かべることができます。
勿論、ここは大阪ですから、お
客様は自然に伊能大図上で「大坂」
に集まり、伊能忠敬が生きた時代
に思いを馳せるのでしょう。
大阪での伊能図展においては、

日本土地家屋調査士会連合会及び
大阪土地家屋調査士会から、何ら
かのイベントや展示を行うことは
ありませんでした。しかしなが
ら、日本土地家屋調査士会連合会
のホームページで伊能図展開催の
アピールは行ってきましたし、伊
能図展の横断幕では「日本土地家
屋調査士会連合会」の名前が掲載
されております。勿論、大阪土地

家屋調査士会においても会員専用
の掲示板で伊能図展の開催通知を
行い、実際に見学された会員が多
くいることは言うまでもありませ
ん。伊能図展のサポートという意
味では、事前にもっと多くの情報
を入手し戦略を練ることで、観客
の動員と土地家屋調査士のアピー
ルに繋ぐことは可能かと思いまし
た。今後も多くの都市で開催され
る予定ですので、地元の土地家屋
調査士会は絶好の機会と捉え、何
らかのイベントの協賛をご検討い
ただければと思います。
個人的な感想ですが、江戸時代
の日本人の緻密さと技術水準の高
さに感動し、当時の世界水準から
見てもけっして劣らない正確な図
面を描くという偉業を成し遂げた
伊能忠敬に、改めて敬意を表した
次第であります。
最後に伊能図展をご案内くだ
さった、完全復元伊能図全国巡回
フロア展中央実行委員会事務局長
の堀野正勝様と、常翔学園大阪工
業大学学長室企画課係長の植田光
幸様に感謝申し上げます。

日本列島一望の図

パネル展示の様子 「大坂」に集まるお客様



平成23年10月21日（金）、22日（土）、23日（日）
主催 八女市・八女市教育委員会
共催 完全復元伊能図全国巡回フロア展中央実行委員会
後援 国土交通省、厚生労働省、環境省、農林水産省、経済産業省、文

部科学省、福岡県土地家屋調査士会八女支部、福岡県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会八女地区、八女歩こう会
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完全復元伊能図全国巡回フロア展 in 八女

福岡県南に位置し、日本有数の
高級茶ブランドとして全国的に知
られている「八女茶」の産地である
八女市の八女市総合体育館で『完
全復元伊能図全国巡回フロア展in
八女』が、平成23年10月21日（金）
から10月23日（日）までの3日間
にわたり開催されました。今回、
福岡県土地家屋調査士会の八女支
部が後援として参画させていただ
きましたので、ご報告いたします。
今回の伊能図展は、平成22年

（2010年）2月1日の市町村合併
により隣接する黒木町、立花町、
星野村、矢部村を編入合併した新
「八女市」が、その合併記念の一環
として、八女市・八女市教育委員
会の主催及び完全復元伊能図全国
巡回フロア展中央実行委員会の共
催という形で開催されました。
開催に至った経緯としては、過
去の資料により伊能忠敬一行がこ

の九州の地を測量する際に、八女
市に宿泊したとの記述が残されて
いたことを知った八女市長が、「ぜ
ひ、伊能忠敬が作成した地図を八
女市でも披露し、市民の方々にも
見てもらいたい。地図展を開催し
たい。」との要望があったそうです。
開催初日である10月21日（金）
は、前日から雨が降るという予報
でしたが、オープニングセレモ
ニーの開催時間である午前9時に
は、曇り空ではありましたが、か
ろうじて雨も降らず予定通りに会
場入口付近で無事行うことができ

ました。セレモニーの冒頭では、
主催の三田村統之八女市長、来賓
の井上賢治市議会議長、完全復元
伊能図全国巡回フロア展中央実行
委員会の星

ほし

埜
の

由
よしひさ

尚会長から順次開
催においての挨拶があり、その後、
挨拶された3名に加え、八女市教
育委員会委員長と八女市の小学生
代表の1名の合計5名によるテー
プカットが行われ、盛大な開始と
なりました。
今回の伊能図展は、八女市とと

もに八女市教育委員会が主催者で
あるということで、市内にある小

完全復元伊能図全国巡回フロア展in八女

広報員　日野　智幸（福岡会）

オープニングセレモニー

伊能図展
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学校・中学校の生徒が授業カリキュ
ラムの1コマとして見学来場して
おり、初日は、小・中学生の姿が
数多く見受けられました。実行委
員会のスタッフが行う地図ができ
た経緯等の説明を真剣に聞いてい
る児童・生徒たちの姿を見ながら、
「地図」や「測量」に少しでも興味を
持ってくれる子供がいて、『土地家
屋調査士』を知ってくれるきっかけ
となるといいなと思いました。
また、各報道機関の取材が初日
の午前中に行われ、午後からの
ニュースで放送されたこともあ
り、2日目・3日目は、一般の大
人の方の来場者が多く見受けられ
ました。来場者の関心は、やはり
地元の八女市や福岡県を中心にあ
るようでしたが、昨年3月11日
に地震のあった東北地方の場所で
も足を止め、被災地の地図に見
入っている人が多くいたように感
じました。
今回の『完全復元伊能図全国巡
回フロア展in八女』の3日間の来
場者数は、初日が1,410名、2日
目が906名、最終日が1,006名の
合計3,322名で、予想以上の反響
があったため、スタッフは多数の
来場者の対応に大忙しといった印
象でした。
この伊能図展と同時に3日間、

『歩測大会』及び「御用測量旗」・「御
用提灯」等の測量の道具の展示が
行われました。これは、福岡県土
地家屋調査士会八女支部の会員の

手で受付から説明までの全ての
対応を行いました。前日（10月20
日（木））の準備段階で、初日は雨
との予報のため急遽、歩測大会の
会場を残念ながら、外の広場から
室内の剣道場へ場所を移すことに
なりました。歩測大会とは、まず
10 mの距離を各自実際に歩いて
もらい、歩数により距離感覚をつ
かむ練習をします。それから、横
に設置してあるスタートラインか
らゴールラインまでを実際に歩い
てその距離を歩数により計算し、
投票用紙に距離を記載して投票箱
に投票するゲームです。特に、初
日の小学生達は、何度も必死に
練習を行い真剣な表情で歩測し
て、友達同士で「14.○○mやった
やろ？」「違うよ！ 15.○○mやっ
たよ！」等、非常に楽しんでいる
様子でした。なかには、1 cm違
いの僅差で距離を投票している児
童もいて、鋭い距離感覚にスタッ
フの会員もビックリした様子でし
た。初日から最終日までで約1,000
人程度の参加者を見込んで参加賞
などの準備をしていましたが、2
日目には全て無くなり、歩測大会
の受付を予定より早めに終了する
といった盛況ぶりでした。終了後
に集計結果を聞きましたが、今回
の設定距離をピッタリと当てた正
解者が1名だけいらして、その方
には、八女支部から後日記念品の
贈呈を行ったそうです。
そして、最終日となる10月23

日（日）には、市北部の丘陵地で
「美しい日本の歩きたくなるみち
500選」の中のひとつである「八女
丘陵の古墳群を訪ねるみち」認定
コースで『ウオーキング大会』が行
われました。これは、国指定史跡
「岩戸山古墳」をスタートし、不老
不死の薬を求めて中国から日本へ
渡ったとされる徐福の伝説が残る
県指定史跡「童

どうなんざん

男山古墳」まで、10
か所の古墳や資料館などを見なが
ら歩く全長10 kmの距離を認定さ
れたコースになっており、午前9
時からの順次スタートで、各々が
自分のペースでゴールを目指しま
した。大会当日は天候にも恵まれ
たためか、飛び入りの参加者も含
め、男性98名、女性124名の合
計224名の参加となりました。
また、同日午後1時半からは、
伊能忠敬研究会代表理事の星

ほし

埜
の

由
よしひさ

尚氏による特別講演会『伊能忠
敬と伊能図』が行われました。こ
ちらも立ち見が出るほどの大盛況
振りでした。
今回の伊能図展において、福岡
県土地家屋調査士会八女支部が後
援という形で参画をさせていただ
き、『歩測大会』の開催及び測量道
具等の説明を行う際に「土地家屋
調査士」のパンフレット等の配布と
いう形で広報活動ができたことは、
微力ながらも「土地家屋調査士」と
いう名前を一般の方々に対して、
アピールできたのではないかと思
います。これからもこういった機
会を活用させていただいて、我々
「土地家屋調査士」を継続的にPR
できればよいかと思います。
最後に、ご多忙中にもかかわら
ず、嫌な顔ひとつせず取材に協力
していただきました関係者の皆様
に感謝を申し上げ報告とさせてい
ただきます。ありがとうございま
した。福岡県土地家屋調査士会八女支部会員歩測大会
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はじめに

昨年度、追手門学院小学校において大阪法務局及
び大阪土地家屋調査士会で実施しました「測量体験
会」。予想以上に好評だったようで本年度は小学校
からの要請もあり、10月31日（月）に実施する運び
となりました。この「測量体験会」の目的は、小学6
年生の皆さんに算数の知識が実際にどのように役に
立つのかを屋外で測量することにより理解してもら
い、測量や登記制度と土地家屋調査士の名前と仕事
の一部を知ってもらうことにあります。勿論、社会
貢献の一環であることは言うまでもありません。

追手門学院小学校のグラウンドは、
大阪城が近くに見える絶好のシチュエーションです

体験会での学習内容

対象の生徒さんを8班に分けて、各班に3名のス
タッフが付きます。体験会の内容は次のとおりで、
所要時間は約1時間30分です。
①机上の三角形求積（三斜求積）を屋外（グラウンド）
で実施し体験する。グラウンドに描いた任意の五
角形を三角形に分割し、底辺と高さを測量して実
際に面積を計算で求める。
②相似三角形を応用し、手前にある赤白ポールまで
の距離と高さ及び国旗掲揚ポールまでの距離か
ら、国旗掲揚ポールの高さを計算で求める。
③トータルステーションに触れてみて、器械の素晴
らしさを知ってもらう。

追手門学院小学校「測量体験会」の報告

トータルステーション初体験中

追手門学院小学校「測量体験会」の報告
連合会広報部　眞鍋　健
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④各班の測量計算結果を比較し、誤差というものを
体得してもらう。
⑤精密な測量による結果を発表し、各班の測量結果
と比較してもらう。

エスロンテープで赤白ポールまでの距離を測ります

三斜求積は、底辺と高さを正確に測ることから始まります

生徒さんの感想

学校で学んだ算数の知識が如何に役立つのか、ど
うすればより正確に測ることができるのか、自分た
ちで測量計算した数値と正確な数値の差の意味（誤
差と各班の観測結果のバラツキ）を考えられたこと、
これらは生徒さん達にとって非常に良い体験であっ
たようです。後日回収したアンケートには「楽しかっ
た、また測量したい、次はもっと正確に測る。」とあ
りました。中には「大阪城がよく見えて良かった」と
期待通り（？）の回答もありました。

ご父兄の皆さんからも好評

当日は、この測量体験会は授業参観の対象でもあ
りました。多くのご父兄の皆さんからも「楽しそう
で良い企画だ」とお褒めの言葉を頂戴しました。勿
論、トータルステーションで大阪城天守閣を見てい
ただくという大サービスを実施し、「時々このよう
な器械を使っている人たちを見かけるが、何をやっ
ているのかがわかりました。」との感想。

終わりに

資格者団体として、知識や技術を社会に還元する
方法はたくさんあるでしょう。それなりの規模を持
つ会社や組織団体は、多少なりとも社会貢献を行う
使命があると思っています。我々土地家屋調査士会
も同じです。今回の取組みは、大阪法務局の絶大な
知名度と信頼のもとに小学校からの要請があり、実
施の運びとなった訳です。我々はその意味を理解し、
近い将来「土地家屋調査士会」という名の下に単独で
もこのような要請が来るようになりたいものです。
これからも継続的に地域に根ざした社会貢献と制度
広報の方法を考え、実施していくことが必要である
と思います。そのうえで更に社会貢献と土地家屋調
査士の名と制度をアピールができればと思います。
最後に、このように貴重な機会を与えてくださっ
た追手門小学校関係各位並びに大阪法務局に感謝の
意を表し、筆を置きたいと思います。
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会長レポート

12月16日
松岡名誉会長との面談
松岡名誉会長の事務所に表敬訪問に伺う。新執行
部においての経過報告を行うと共に、今後の予定
について相談をした。その後、席を移し懇談をし
た。

22日
河村建夫議員「第34回朝食会」
いつもながら多くの方々がお見えになり、盛会裏
の朝食会であった。

香川顧問への年末挨拶
関根副会長、竹谷専務理事同席。
連合会の顧問でもある香川先生のオフィスにお訪
ねをし、年末のご挨拶を行う。

28日　　
平成24年土地家屋調査士試験委員打合せ会
関根副会長、大倉・田中・山本・尾上・普川・伊
東・松本・山﨑各委員出席。
私自身が試験委員の経験もあることから、試験委
員会の現状の報告を求めると共に、24年度の試
験委員は半数が交代となったため、今後の試験委
員としての心構えについて話をさせていただい
た。

1月5日　　
「地図展　日本橋と五街道」開会式
財団法人日本地図センターの評議員の一員とし
て、地図展推進協議会主催の「地図展　日本橋と
五街道」開会式に参加。中央区長の挨拶の中に現
在、日本橋の上空に首都高速道路が走っており景
観もよろしくないことから、高速道路を地下に走
らせることの構想が述べられていた。このことは
都市計画家伊藤滋氏も以前から述べられており、
高度成長期（東京オリンピック開催時）に作られた
高速道路であり、耐震性についても問題があるこ

とから早期に解消されることを一都民としても望
むものである。

6日　　
日本弁護士連合会　新年挨拶交換会
日本弁護士連合会	宇都宮健児会長の新年の挨拶
に始まり、多くの法曹関係者の参集のもと盛会裏
に開催された。
関根副会長同席。

社団法人 商事法務研究会「新年賀詞交歓会」
連合会は、社団法人商事法務研究会の会員として
例年賀詞交歓会に参加をしており、各法曹界をは
じめ学者の先生方の多くの参集のもと盛会裏に開
催された。
関根副会長同席。

社団法人 日本測量協会　平成24年 新年賀詞交歓会
社団法人日本測量協会	村井俊治会長の新年の挨
拶に続き、国土地理院院長の祝辞があり、多くの
関係団体の参集のもと盛会裏に開催された。
関根副会長同席。

11日　　
財団法人 民事法務協会 坂巻豊副会長の来会応対

第10回正副会長会議
各副会長、専務理事、加賀谷総務部長、小保方財
務部長（オブザーバー）出席。
＜協議事項＞
1	 平成23年度第7回常任理事会審議事項及び
協議事項の対応について

11日～12日　　
第7回常任理事会
各副会長、専務理事、各常任理事出席。
（審議事項）
1	 「土地家屋調査士業務の原則処理の徹底につ

12月16日
	 ～1月15日

会 長 レ ポ ー ト
R E P O R T
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いて」の各会あて通知文書（案）及び官公署等
向け「公共調達編」・「制度業務編」パンフレッ
トの無償頒布について

（協議事項）
1	 平成23年度第2回全国会長会議及び平成24
年新春交礼会の運営等について

2	 日本土地家屋調査士会連合会弔慰規程の一部
改正（案）について

3	 平成24年度土地家屋調査士新人研修につい
て

4	 各部等におけるeラーニングコンテンツの作
成について

5	 土地家屋調査士の日に関する啓発活動につい
て

6	 調査・測量実施要領の改訂について
7	 不動産登記規則第93条不動産調査報告書の
様式の改訂について

8	 G空間EXPO2012への参画について
9	 平成24年度事業方針大綱（案）、同事業計画
（案）及び同予算（案）について

10	 連合会における平成24年度の主要な会議に

関する日程（案）について

12日　　
年始挨拶回り
関根・志野・林・岡田各副会長、竹谷専務理事、
加賀谷総務部長、横山全調政連会長、小沢全調政
連幹事長同席。
法務省においては原民事局長をはじめ、各部、各
課に赴き新年の挨拶を行う。国土交通省において
は土地・建設産業局地籍整備課に挨拶を行う。議
員会館においては、平素からお世話になっている
各議員の先生方に挨拶を行う。

13日　　
公益社団法人 不動産保証協会及び社団法人 全日
本不動産協会 平成24年新年賀詞交歓会
両会の理事長である川口貢氏の新年の挨拶に始ま
り、多くの国会議員の方々、関係団体の方々の参
集のもと盛会裏に開催された。

12月16日～ 1月15日会 誌日務

12月
19日　
第2回日調連筆界特定委員会
＜協議議題＞
1	 地域格差解消の検討について
2	 事例研究について
3	 関係機関等との連携協議についての検討
4	 ADRとの連携に関しての課題の検討

第1回研究所（道路内民有地関係）電子会議
＜議題＞
1	 平成23年度の研究所研究テーマ「道路内民
有地の法文化」について

20日
第2回社会事業部電子会議
＜協議事項＞
1	 業務受託に係るパンフレット（公共調達編及
び制度業務編）の配布について

2	 ADR運営報告書の開示内容と開示方法につ
いて

3	 ADR担当者会同Web会議のモデル開催につ
いて

21日　
第1回研究所（情報公開システムの研究）電子会
議
＜議題＞
1	 平成23年度の研究所研究テーマ「情報公開
システムの研究の第1段階としての基礎情
報の整理」について

21日～ 22日　
第4回研修部会
＜協議議題＞
1	 土地家屋調査士新人研修について
2	 eラーニングの運用について
3	 ADR認定土地家屋調査士研修の支援について

会務日誌
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4	 平成23年度研修部事業及び同予算の執行状
況について

5	 平成24年度研修部事業計画（案）及び同予算
（案）の策定について
6	 第7回土地家屋調査士特別研修について
7	 ウェブシステムを活用した研修の試行（第2
回）開催について

8	 土地家屋調査士配属研修について（土地家屋
調査士会における研修に関する調査につい
て）

第5回総務部会
＜協議議題＞
1	 平成23年度第2回全国会長会議及び平成24
年新春交礼会の運営等について

2	 連合会における平成24年度の主要な会議に
関する日程案について

3	 照会回答集（Q＆A）について
4	 日本土地家屋調査士会連合会弔慰規程の一
部改正（案）について

5	「特別の法律により設立される民間法人の運
営に関する指導監督基準」への対応について

6　各土地家屋調査士会等からの照会等への対
応について

22日
第4回特別研修運営委員会
＜協議事項＞
1	 第7回土地家屋調査士特別研修の運営につ
いて

2	 第8回土地家屋調査士特別研修について

26日　
研究所（情報公開システムの研究）に係る電子会
議
＜議題＞
1	 平成23年度の研究所研究テーマ「情報公開
システムの研究の第1段階としての基礎情
報の整理」に係る今後の対応について

1月
6日
第4回研究所会議
＜議題＞
1	 平成24年度研究所事業計画（案）について
2	 G空間EXPOに係る研究所の対応について

3	 研究テーマ「国土調査法第19条第5項認定関
係」に関する研究について

4	 地籍問題研究会との連携について

11日　
第10回正副会長会議
＜協議事項＞
1	 平成23年度第7回常任理事会審議事項及び
協議事項の対応について

11日～ 12日
第7回常任理事会
＜審議事項＞
1	「土地家屋調査士業務の原則処理の徹底につ
いて」の各会あて通知文書（案）及び官公署等
向け「公共調達編」・「制度業務編」パンフレッ
トの無償頒布について

＜協議事項＞
1	 平成23年度第2回全国会長会議及び平成24
年新春交礼会の運営等について

2	 日本土地家屋調査士会連合会弔慰規程の一
部改正（案）について

3	 平成24年度土地家屋調査士新人研修につい
て

4	 各部等におけるeラーニングコンテンツの
作成について

5	 土地家屋調査士の日に関する啓発活動につ
いて

6	 調査・測量実施要領の改訂について
7	 不動産登記規則第93条不動産調査報告書の
様式の改訂について

8	 G空間EXPO2012への参画について
9	 平成24年度事業方針大綱（案）、同事業計画
（案）及び同予算（案）について
10	連合会における平成24年度の主要な会議に
関する日程（案）について

13日
第2回不動産登記規則第93条調査報告書PT電
子会議
＜議題＞
1　不動産登記規則第93条不動産調査報告書の
改訂様式について

2　不動産登記規則第93条不動産調査報告書改
訂様式に係る今後の対応
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地籍問題研究会

平成24年度総会及び第3回定例研究会のお知らせ

平成24年度総会及び第3回定例研究会のお知らせ

地籍問題研究会では、このたび、平成24年度総会及び第3回定例研究会を下記の日程にて開催
するはこびとなりました。
各位におかれましては、是非御参加を賜りたく存じ、お知らせ申し上げる次第です。

■ 日時 平成24年3月17日（土）13:00～ ■ 会場 東京大学農学部弥生講堂一条ホール

■ テーマ 森林の適正な利用管理と境界問題

■12:30-13:00	 受　付
■13:00-13:45	 地籍問題研究会平成24年度総会
■14:00-17:30	 第3回定例研究会

■ 主催者挨拶

■ 来 賓 挨 拶　皆川芳嗣氏（農林水産省林野庁長官）

■ 講　演
講演1　「グローバル化する国土資源と土地制度の盲点（仮題）」
報告者　平野秀樹氏（東京財団研究員）

講演2　「境界確認・団地化と地域森林管理の再構築（仮題）」
報告者　志賀和人氏（筑波大学大学院生命環境科学研究科教授）

（休憩10分）

■ パネルディスカッション（コーディネーター　鮫島信行担当幹事）
パ ネ リ ス ト　平野秀樹氏、志賀和人氏、木村忠雄氏（奈良県宇陀郡御杖村村議会議員）、 

長岡正人氏（静岡県森林組合連合会静岡営業所業務部指導係長）、 
本郷浩二氏（農林水産省林野庁森林整備部計画課長）、 
角南国隆氏（国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長）、

コメンテーター　瀬口哲義氏（土地家屋調査士）

地籍問題研究会のホームページ（http://www.chiseki.org/）ができました

地籍問題研究会では昨年末より、ホームページ（http://www.chiseki.org/）を開設しております。今後、定例研究
会の詳細なスケジュール等をはじめとするさまざまな情報をホームページにおいても発信してまいりますので、あ
わせて御参照ください。
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＜要約＞
○応募資格 土地家屋調査士会員に限ります。
○書　　式
データ形式：Microsoft	Word97-2003（doc）形式
用　　　紙：A4判1～ 2枚
フ ォ ン ト：MS明朝（英文はTimes	New	Roman）
フォントサイズ：12ポイント

（但し、タイトルは20ポイント太字、
サブタイトルは16ポイント太字、
見出しは12ポイント太字にしてく
ださい。）

文字数及び行数：40文字・35行
余　　　白：上下左右：30 mm

○応募方法 応募する論文（要約）は原則として1
人1テーマとし、日本語の要約を以
下のEメールアドレス宛て送信して
ください。

○送 付 先 rengokai@chosashi.or.jp
※メール件名を「国際地籍シンポジウム論文」とし
てください。

●募集論文のテーマ
メインテーマ「災害からの復興」

（1）災害復興に向けた地籍、政策、教育の促進
（2）災害における地理空間情報の活用
（3）災害に対する地籍測量と地図作成技術の革新
上記（1）から（3）のいずれかに関するもの。

第8回国際地籍シンポジウム（日本）

会員研究論文募集のお知らせ

※メール本文に「論文テーマ」「所属会」「氏名」「住
所・電話番号・FAX番号」を明記してください。
※要約の最後に執筆者の氏名、所属会、住所、電
話番号、FAX番号、Eメールアドレスを明記
してください。

○締 切 り 平成24年6月29日（金）必着
要約を審査した上で、入選者には7月下旬に改め
て連合会から論文作成を依頼します。

※参考までに論文（本文）の書式等は次のとおりです。
＜論文＞
○書 式 等 書式は要約と同じです。但し10枚

以内とします。
また、論文を記録したCD-ROM及び印刷した論
文を各2部ずつ連合会へ郵送していただきます。
なお、応募原稿及び資料は返却いたしません。

○締 切 り 平成24年9月上旬予定

第8回国際地籍シンポジウム（日本）
会員研究論文募集のお知らせ

「国際地籍シンポジウム」は、平成10年秋に台湾で開催された、韓国・台湾・日本を核とし
た研究者・実務家の研究大会において設立された「国際地籍学会」の主催によるもので、2年ご
とに三者持ち回りで開催されているものでありますが、この度、来る10月18日（木）～ 19日（金）
の期間、北海道札幌市において第8回国際地籍シンポジウムを開催することとなり、そこで論
文の発表を予定しております。

つきましては、同シンポジウムにおいて発表していただく論文を下の要領により、募集いた
しますので、ご応募いただきますようお願いいたします。

なお、応募に際しては、まず、論文の＜要約＞をご提出いただき、こちらで選考の上、入選
された方々につきまして、改めて、論文（本文）のご提出をお願いすることにしております。



37土地家屋調査士　2012.2月号　No.661

第8回国際地籍シンポジウム　プログラム（案）

期 　 　 間：2012年10月18日（木）～10月19日（金）
開 催 場 所：札幌グランドホテル（北海道札幌市）
主 催 機 関：国際地籍学会
実 施 機 関：日本土地家屋調査士会連合会
協 力 機 関：札幌土地家屋調査士会、地籍問題研究会
メインテーマ：「災害からの復興」

日付 時間 プログラム
10月18日（木） 19：00－21：00 歓迎レセプション

10月19日（金）

08：30－09：30 受付
09：30－10：00 開会式
10：00－10：15 休憩
10：15－10：45 基調講演（30分）
10：45－11：00 休憩

論文発表1
（75分）

11：00－12：15

会場1
「災害復興に向けた地籍、政策、
教育の促進」
論文発表3名（台・韓・日1人ずつ）
1人25分（質疑応答含む）

会場2
「災害における地理空間情報の活
用」
論文発表3名（台・韓・日1人ずつ）
1人25分（質疑応答含む）

12：15－13：15 昼食

論文発表2
（75分）

13：15－14：30

会場1
「災害に対する地籍測量と地図作
成技術の革新」
論文発表3名（台・韓・日1人ずつ）
1人25分（質疑応答含む）

会場2
「災害復興に向けた地籍、政策、
教育の促進」
論文発表3名（台・韓・日1人ずつ）
1人25分（質疑応答含む）

14：30－14：45 休憩

論文発表3
（75分）

14：45－16：00

会場1
「災害における地理空間情報の活
用」
論文発表3名（台・韓・日1人ずつ）
1人25分（質疑応答含む）

会場2
「災害に対する地籍測量と地図作
成技術の革新」
論文発表3名（台・韓・日1人ずつ）
1人25分（質疑応答含む）

16：00－16：15 休憩
16：15－16：45 総括（30分）
16：45－17：00 閉会式
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登録者は次のとおりです。

平成23年12月		1日付	
神奈川	2919	松田鉄之助	 静岡	 1722	駒木　大輔
大阪	 3141	田中　計機	 大阪	 3142	北村　譲史
大阪	 3143	小林　俊彦	 京都	 841	小森　健司
愛知	 2789	吉野　幸介	 岐阜	 1233	中嶋　　孝
岡山	 1354	中川　　猛	 福岡	 2194	冨安　　誠
福岡	 2195	山川　慎哉	 宮城	 996	佐藤　　誠
平成23年12月12日付	
東京	 7692	渡辺　良市	 東京	 7693	小林　　繁
群馬	 1005	福島　神人	 大阪	 3145	松内　正樹
佐賀	 542	川口　　浩	 長崎	 770	小川　　寬
平成23年12月20日付	
神奈川	2920	島村　正明	 茨城	 1415	宇都木　誠
長野	 2565	成田　　永	 広島	 1832	諸岡　仁志
山口	 942	福田　真也	 岡山	 1355	 松　将弘
岡山	 1356	粟井　洋充	 佐賀	 543	冨永　雪春
大分	 814	野田　　斉	 青森	 754	新谷　智央
札幌	 1160	川端　慶治	 函館	 209	佐々木　登

平成23年		8月		8日付	 茨城	 858	神山　芳雄
平成23年		9月24日付	 大阪	 2330	小林　茂利
平成23年10月30日付	 茨城	 991	臼田　八束
平成23年11月		1日付	 大阪	 1930	畠山　　修
平成23年11月19日付	 徳島	 477	山口富士人
平成23年11月26日付	 山形	 1093	安部　達二
平成23年12月		1日付	
東京	 7500	服部　修司	 東京	 7594	加藤　英樹
神奈川	1762	金子　正美	 埼玉	 2229	奥野　浩昭
宮崎	 496	佐藤　善 	 宮城	 485	小松　松男
平成23年12月12日付	
茨城	 479	宮本　希典	 茨城	 887	早川　　緑
茨城	 942	小野　　淳	 群馬	 982	野中　　渡
長野	 880	北原　克司	 滋賀	 195	中村　健一
山形	 1006	中野　　守	 愛媛	 468	井原　昭廣

登録取消し者は次のとおりです。

土地家屋調査士名簿の登録関係

土地家屋調査士名簿の登録関係

平成23年12月13日付	
東京	 4400	竹花　光政	 東京	 4476	小野　正雄
東京	 4753	小山　東洋	 東京	 5015	髙嶋　秀泰
東京	 5377	加藤　久夫	 東京	 6605	古川　幹夫
東京	 6775	金田　　孝	 東京	 6842	川田　佐久
東京	 7189	宮城　光彦	 東京	 7338	美馬　英二
東京	 7393	西塚　正実	 東京	 7426	水口　日慈
神奈川	 344	児玉　基好	 神奈川	1696	飯田　正則
神奈川	1979	平野　秀晴	 神奈川	2247	石原　義正
神奈川	2799	川村　大輔	 埼玉	 972	近藤　八朗
埼玉	 1310	田口覇洲男	 埼玉	 1578	土屋　　博
埼玉	 2005	山本　侑司	 埼玉	 2396	野澤　泰宏
千葉	 993	三浦　一文	 千葉	 2015	佐藤　雅裕
茨城	 1087	太田　　誠	 茨城	 1245	木村　作次
群馬	 334	小林　利夫	 新潟	 950	小田　昭六
新潟	 1660	松岡　忠孝	 大阪	 1743	湯本健治郎
大阪	 1821	上代　國晴	 大阪	 1847	森川　秀美
大阪	 1850	島野　三郎	 大阪	 2048	藤澤　宏孝
大阪	 2251	大岡　　恵	 大阪	 2343	下田　秀作
大阪	 2841	髙橋　伸典	 大阪	 3004	丸山　潤司
大阪	 3009	福本　恒久	 京都	 340	鈴木　勝也
兵庫	 1047	岩本　　右	 兵庫	 1576	上野　誠也
兵庫	 1598	向林　　保	 兵庫	 1743	森野　一樹
奈良	 247	大西　輝治	 和歌山	 403	和田　匡広
愛知	 1461	大原　長英	 愛知	 1766	田中　公和
愛知	 2029	田中　照高	 愛知	 2597	近藤十志哉
広島	 1048	下村　勝将	 山口	 873	吉岡　常雄
福岡	 1128	佐藤　　勲	 福岡	 2004	龍野登志明
福岡	 2044	池田　俊 	 沖縄	 332	新垣　宗彦
沖縄	 430	太田　博一	 宮城	 880	舘崎　　明
岩手	 1111	齊藤　　均	 青森	 649	竹原　義人
札幌	 998	髙橋　博志	
平成23年12月20日付	
東京	 4800	村島　　公	 東京	 5791	阿部比良夫
東京	 5935	菊住　英次	 東京	 6126	黒澤実喜男
東京	 6900	峯岸　良治	 長野	 2032	武田　尚良
兵庫	 1291	高瀬　雅彦	 長崎	 523	丸田　三男
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ト
の
影
長
し

甲
板
で
祝
詞
を
あ
げ
て
初
荷
船

 
 

茨
城 

島
田　

操

暁
の
山
河
清す
が

し
き
四
方
拝

こ
の
畑
が
老
い
の
仕
事
場
鍬
始

清
め
た
る
心
も
映
し
初
鏡

煤
逃
げ
や
言
葉
探
し
と
い
ふ
遊
び

ちょうさし俳壇

七
日
粥
共
に
傘
寿
の
夫
婦
箸

 
 

東
京 

黒
沢
利
久

し
ば
ら
く
は
い
く
さ
な
き
国
初
明
り

寒か
ん
た
く柝

の
音
の
確
か
に
通
り
け
り

ふ
く
し
ま
の
そ
の
後
の
町
の
冬
の
草

大
年
の
日
の
な
か
妻
の
下
駄
の
音

と
に
か
く
も
陽
の
い
っ
ぱ
い
の
冬
座
敷

 
 

埼
玉 

井
上
晃
一

落
葉
蹴
り
落
葉
纏
う
て
つ
く
家
路

産
土
に
揚
が
る
煙
は
落
葉
焚

透
析
の
友
ぽ
つ
ね
ん
と
日
向
ぼ
こ

今
月
の
作
品
か
ら 

水
上
陽
三

 
 

清
水
正
明

阿
尾
城
祉
涛
立
ち
上
が
る
鰤
起
し

鰤
の
漁
期
は
十
二
月
か
ら
二
月
ま
で
で
、
雪
時

化
の
前
後
に
漁
獲
が
多
く
、
北
陸
で
は
師
走
の
雷

鳴
を
鰤
起
し
と
言
っ
て
、
こ
の
こ
ろ
鰤
漁
が
多
い

と
さ
れ
る
。
掲
出
句
は
、
氷
見
市
北
部
に
あ
る
三

方
を
海
に
囲
ま
れ
突
出
し
た
崖
の
上
の
阿
尾
城
祉

を
詠
ん
だ
も
の
で
、
在
り
し
日
の
城
の
あ
り
様
が

し
の
ば
れ
、
固
有
名
詞
の
効
い
た
作
品
で
あ
る
。

 
 

堀
越
貞
有

日
脚
伸
ぶ
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ト
の
影
長
し

ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ト
は
、
小
動
物
の
狩
猟
犬
と
し

て
飼
育
さ
れ
た
と
聞
く
。
足
が
低
く
長
細
い
体
型

の
小
形
犬
で
あ
る
。
私
も
家
族
の
一
員
と
し
て

第321回

十
三
年
間
生
活
を
共
に
し
た
こ
と
が
あ
り
、
正
面

か
ら
見
る
と
十
六
世
紀
の
貴
婦
人
を
思
わ
せ
る
風

格
の
あ
る
犬
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
散
策
の
折
に
で

も
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
犬
の
散
歩
は
大
体

朝
方
か
、
夕
方
で
当
然
太
陽
高
度
は
低
い
か
ら
、

犬
の
影
も
当
然
長
く
な
る
。
こ
の
影
の
長
さ
を
日

脚
の
伸
び
た
こ
と
へ
転
化
し
た
と
こ
ろ
が
面
白

い
。

 
 

島
田　

操

煤
逃
げ
や
言
葉
探
し
と
言
ふ
遊
び

言
葉
探
し
と
い
う
遊
び
は
ど
ん
な
遊
び
な
の
か

知
ら
な
い
が
、
私
な
り
の
解
釈
で
こ
の
句
を
評
し

た
い
と
思
う
。
暮
れ
の
大
掃
除
に
年
よ
り
の
手
は

要
ら
な
い
の
か
、
或
い
は
孫
で
も
連
れ
て
掃
除
の

現
場
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
日
頃
た
し
な

ん
で
い
る
俳
句
で
も
考
え
よ
う
と
思
い
言
葉
探
し

の
遊
び
と
い
う
言
葉
が
浮
か
ん
だ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

 
 

黒
沢
利
久

寒
柝
の
音
の
確
か
に
通
り
け
り

寒
柝
は
夜
回
り
の
拍
子
木
の
音
で
あ
る
。
昔
は

寒
い
夜
に
は
何
処
で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
が
、

最
近
で
は
夜
回
り
自
体
が
珍
し
く
な
っ
て
い
る
の

で
、
当
然
に
拍
子
木
を
叩
く
音
も
聞
か
な
く
な
っ

た
。
掲
句
は
現
実
に
夜
回
り
が
行
わ
れ
て
い
る
と

言
う
よ
り
も
、
回
想
の
中
で
寒
柝
の
音
を
聞
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
音
の
確
か
に
と
言
う
表
現
が
私
の

解
釈
を
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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LED懐中電灯型デジタルビデ
オレコーダーをご紹介します！

境界立会前とか見積作成の段階
で、現場に行った際に写真を撮っ
たりしていると「何、撮ってるん
ですか」と誰だかわからない人に

言われて気まずくなったりした
事ってありますよね。またどうし
ても暗い中、現場確認、境界探索
をしなきゃいけない時とかもあり
ますよね。
そんな時、この懐中電灯型デジ
タルビデオレコーダー、「ライト
カム」便利ですよ。
境界探索をしながら動画撮影を
しておけば、事務所に返ってから、
改めて確認もできますし、あそこ
の現況どうなってたかいな～？な

『しが』第75号

滋賀会

「�特集！みんなの（調査士）道具自慢その②�
LED懐中電灯型デジタルビデオレコーダー�
（ライトカム）」
広報部　佐々木敦巳

ネットワーク 50

滋賀会

編集後記

んて時に「もっぺん見にいこ」なん
てのも減りますよ。
周りの人には、懐中電灯をぶら
下げてるようにしか見えないの
に、手元のボタン操作で、静止画
（200万画素）・動画なら最大40分
取れてしまうんですね。もちろん
microSD対応です。手元の液晶モ
ニターで確認しながら撮影可能な
ので、全く怪しくないし、ピンポ
イントで撮影可能です。あくまで、
懐中電灯を持ってるようにしか見
えないです。
これがあれば、夜間の建物測量、
内部の写真撮影も楽ちんですよ。
この商品はもともと夜間巡回
や、犯罪者は現場を下見するとい
うことから学校周辺の不審者や不
審車両を教師などが、それとなく
記録する為に開発されたものらし
いです。こんなのが欲しいな～と
思っていたところにたまたま出会
いました。全く懐中電灯にしか見
えないすぐれものです。

「早春賦」
先日、大正時代に唱歌として作られたこの歌を聴
く機会がありました。
懐かしくて良い歌だと感じながら、歌詞の意味を
私なりに考えてみましたら「春とは名前ばかりで風
が寒い。鶯は歌おうと思ったが、まだその時期では
ない。氷が溶けて葦が芽を出したが連日雪模様だ。
春と聞いてしまったためにとても気がはやる。」とい
う訳になりました。
この歌を聴いて、日本人が季節を感じ取るのに繊
細な民族であると同時に、二十四節気という独特な
季節感があることを思いました。
日本人は一年を24に分けました。大きな節目の冬至
からは小寒、大寒となります。第二十四節気の最後が

編 集 後 記
大寒であり、その次の節が第一節気の立春となります。
歌詞からすると、春が来ましたということではな
くて、大寒が過ぎたから立春が来ますよということ
であり、童謡の「春よこい」と同じ感覚であろうと感
じました。
次は「賦」ですが、土地家屋調査士という職業柄で
しょうか、税金を割り当てる賦課や公的年金の賦課
金という言葉をすぐに思いつきましたが、漢詩を
作ったり朗読することの意味だそうです。
立春の前の日は節分です。
季節ばかりではなく、世の中全部に本当の春が来

ることを願って、豆まきをして邪気を払い、恵方巻き
をごちそうになり、福を呼び込もうと思っております。

広報部次長　岩渕正知
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日本土地家屋調査士会連合会特定認証局

土地家屋調査士電子証明書の発行等に係る手続について

日本土地家屋調査士会
連合会特定認証局

Q1． 日本土地家屋調査士会連合会特定認証局（以
下「日調連認証局」）が発行するICカードを
なぜ取得する必要性があるの？

認証局が発行する電子証明書
は、ネット等の世界において「土地家

屋調査士の職印」に相当するもので、オンラ
イン登記申請や土地家屋調査士が業として作成し
たデータ（一部署名できないも
のもあります。）に署
名する場合等に使
うんだ。

Q2． どうすればICカードを取得できるの？

次のページから「電子証明
書の取得方法」、「オンライン登記申

請の準備方法」及び「電子証明書の再発
行方法」など様々な手続の説
明をしているので、よく
読んで申し込んでね。

特定認証局を自前で構築
し、ICカードを全員が所持する
ことは、オンライン申請に対応で
きる組織としての能力があること
を宣言する第一歩だよ！

【新不動産登記法が要求している3本柱】
新不登法は、以下の3点を土地家屋調査士に問いかけて
いるといえます。

1） オンライン申請に対応できる能力を保持してい
るか？

2） 他省庁と共に地図整備やその維持管理に民間人
として協力する意思と能力を充足しているか？

3） 専門家として蓄積した知識や能力を、紛争の解決
に役立てる能力を評価できる仕組みを備えている
か？

ハカル君

モグ

トウコさん

巻末付録

☆ご注意お願いします☆
平成22年3月31日までに発行されたICカードは、事務所所在地に変更がある場合、失効されます。
事務所所在地の変更は、市町村合併や住居表示変更、建物名変更等についても対象となります。
利用者からの失効申請書が提出されない場合、土地家屋調査士名簿が変更され次第、ICカードを失効します。
業務に支障が出る場合もございますので、事務所所在地に変更が生じる場合、ご注意をお願いします。
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日本土地家屋調査士会連合会特定認証局電子証明書利用申込書の配付について

任意の様式に、「日本土地家屋調査士会連合会特定認証局電子証明書配付希望」の旨と以下の項目を記入の
上、メール（ca-info@chosashi.or.jp）、FAX（03-3292-0059）又は郵送（〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-2-10  
土地家屋調査士会館 日本土地家屋調査士会連合会 特定認証局  行）にて連合会あてお申出ください。

○　所属会名　　○　所属支部名　　○　登録番号（半角）　　○　氏名
○　事務所所在地（郵便番号も記入）　○　Mail（半角） ○　Tel（半角）　　○　Fax（半角）

なお、市町村合併等により土地家屋調査士名簿の住所・所在地に変更が生じる会員については、速やかに
各土地家屋調査士会でとりまとめのうえ、連合会へ事項変更の申請を並行して行っております。よって、当
該会員への利用申込書の発送は、同事項変更完了後となりますのでご了承ください。
ICカード利用申込書については、平成22年4月1日の依頼分（平成22年4月1日消印）から、以下のとおり
となります。
初回配付（ICカードの初回発行、再発行及び更新発行における1回目の配付）：無償
2回目以降の配付（上記初回配付申込書の紛失毀損等による再配付）：有償（1,000円）

IC カードを取得するまでの流れ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日調連 

(3) IC カード利用申込書の作成・発送 
  ・土地家屋調査士名簿の情報を入力して作成する。 

 

e メール、FAX 又は郵送

郵送又は持参（※6）

IC カード利用申込 

不備書類通知の発送

発行料金の督促 

ICカードの発送
本人限定受取郵便 

土地家屋調査士会員（利用申込者）

(4) IC カード利用申込書の確認 
  ・添付書類（公文書）を用意する。（※1） 

  ・内容に訂正がある場合は、登録事項変更の届出等を行う。

    （※2） 

   ・利用者同意書に同意をする場合は、実印を押印する。(※3) 

  ・IC カード発行料金（10,000 円）の振込みを行う。 

 

 ☆利用申込みをされてから（ＩＣカード利用申込書を返送

いただいてから）20 日ないし 1 か月程度でＩＣカード 

をお送りします。ただし内容に不備のある場合、土地家

屋調査士名簿の変更を要する場合、発行料金の入金が確

認できない場合はこの限りではありません。 

(7) IC カードを郵便局で受領 
  ・郵便局から本人限定受取郵便の到着通知書が届く。 

(8) 受領書の返送 
  ・郵便物の中身（IC カード、PIN 封筒、受領書、受領

書返信用封筒）を確認する。 

  ・受領書に必要事項を記載し、返送する。 

(5)審査・発行料金の確認等 
  ・規程に基づき、利用者の本人確認の審査を行う。（※4） 

  ・IC カード発行料金の入金を確認する。 

日調連認証局 

a.内容に不備がある場合(※5) b.審査合格 

(6) IC カード(PIN 番号含む)を作成・送付（※7） 
  ・本人限定受取郵便で住民票上の住所に送付する。 

(9) 受領書審査等 
  ・規程に基づき、受領書審査を行う。 

  ・受領書が返送されない場合は督促し、また、期限内に

返送がなければ失効処理を行う。 

a.内容に不備がある場合 b.審査合格 

(10) 発行完了 

郵便又は持参 

特定記録郵便 

e メール、TEL、FAX 又は郵送 

(1) IC カード利用申込書の配付希望の申出 
  ・2 回目以降の場合は、IC カード利用申込書配付料金

(1,000 円)の振込みを行う。 

 

☆配付希望をされてから 1 週間ないし 1 か月程度で送付さ

れます。ただし、配付料金を要する会員で、料金の入金

が確認できない場合はこの限りではありません。 

(2) 配付希望の申出回数の確認 

a.配付料金入金なし b.初回 or 配付料金入金あり 

配付希望の申出 

配付料金の督促

e メール、TEL、FAX 又は郵送 

郵送又はメール便 

 
 （※1） 住民票の写し及び印鑑登録証明書等の添付書類は、利用申込をする際、発行日から 1 か月以内のものをご用意ください。   
（※2） 日調連認証局へ利用申込書を送付する前に不備が発覚した場合は、登録事項変更の手続後、土地家屋調査士会員が利用申込書を訂正し、訂正箇所に実印を押

印して日調連認証局に送付してください。  
（※3） 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第 6 条に規定する重要事項の説明に同意したこととなります。   
（※4） 規程に基づいて審査を行っております。審査不合格の場合、又は発行料金の入金が確認できない場合、ＩＣカード発行までに時間がかかることがございます。 

特に、土地家屋調査士名簿の登録事項変更の手続が行われていない場合、土地家屋調査士名簿の登録事項変更後の審査となりますことをご了承願います。 
（※5） 日調連認証局へ利用申込書が到着してから不備が発覚した場合は、再度利用申込書を送付する場合があります。  
（※6） 土地家屋調査士会員が添付書類不備通知を受信した後に添付書類を郵送する場合の送料は、土地家屋調査士会員のご負担となります。    
（※7） ＩＣカードは、本人限定受取郵便で送付します。利用申込者（土地家屋調査士会員）の住民票上の住所に本人限定受取郵便の到着通知書が送付されます。郵  

便局において、必ずご本人が受領してください。  
（※8） 申込が混みあっている場合は通常よりお時間をいただく場合がございます。予めご了承賜りますようお願いいたします。  
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ICカードの同封物について

ICカードが同封されている封筒は、図①～⑤のような一式となっておりますので、受領後ご確認ください。
①下記②～⑤が入っている封筒
②ICカード
③日本土地家屋調査士会連合会特定認証局電子証明書受領書
下記【受領書について】をお読みになって、受領書を日調連認証局あて送付願います。

④受領書返送用封筒
⑤PIN封筒
ICカードのPINコード（パスワード）が記載されている封筒です。PINコードはICカードで署名する際に
必要なものですので大切に保管してください。日調連認証局でPINコードの確認・再発行等はできません。
また、PINコードを15回以上誤って入力するとICカードが使えなくなりますのでご注意ください。
（この場合、当該ICカードを失効し、新規にICカードを発行する手続きが必要となります。）

【受領書について】
ICカード受領後、受領書に次のとおり必要事項を記載後、同封の返信用封筒に入れて日調連認証局へ送付

してください。ICカードが発送されてから30日以内に受領書のご返送がない場合、ICカードは失効されます。
30日以内に受領書のご返送が難しい場合、日調連認証局（電話：03-3292-0050）あてに、ご連絡ください。
＜受領書記載要領＞
　・自署（氏名）（楷書でお願いします。）
　・印鑑登録証明書で証明される実印の押印
　・ICカードの券面に記入されている登録番号を記入（最初の000は省略）
　※ご記入いただいた内容を訂正する場合、訂正印（実印）が必要となります。

①

②

③

④

⑤
ICカードを利用して電子署名を

行う際に必要となります。
再発行できませんので絶対に

紛失しないようご注意願います。
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オンライン登記申請を実施するまでの準備について

ICカードを利用してオンライン登記申請を行うために、下記のとおり確認・準備作業等をお願いします。
(1)　ご利用環境の確認及び利用上の留意事項
初めて法務省オンライン申請システムをご利用になる場合は、法務省ホームページ（http://shinsei.moj.

go.jp/index.html）を参考に、ご利用環境及び利用上の留意事項をご確認ください。
(2)　ICカードR/Wの準備
連合会ホームページ（http://www.chosashi.or.jp/repository/authentication/iccard.html）を参考に、適切な
ICカードR/Wをご準備ください。
(3)　	オンライン登記申請に必要な各種ソフト及びドライバ等のインストール・設定
法務省「登記・供託オンライン申請システム」ホームページ（http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/）及び
連合会ホームページ「会員の広場」（http://www.chosashi.or.jp/）から、ソフト及びドライバをダウンロードし
て設定してください。
また、連合会ホームページ「会員の広場」に、オンライン申請環境設定ソフト「らくらく」を掲載しておりま
す。本ソフトは、オンライン申請環境設定をスムーズに行うことを可能とするものでありますので、ご利用
ください。

発行に係る費用及び支払い方法について

1　振込金額（証明書1枚当たり）
10,000円（税込）
※振込手数料は利用申込者のご負担でお願いします。
※市町村合併等による失効後の2回目以降の発行につきましては、この限りではあ
りません。

2　振込先等の情報
・金融機関名	 ：みずほ銀行
・支店名	 ：九段支店
・振込先名義	 ：日本土地家屋調査士会連合会
	 会長　竹内八十二
・口座	 ：普通
・口座番号	 ：1349384
・振込者名	 ：会番号2桁+登録番号5桁+氏名
	 	 （例：東京会の1番「調査士華子」の場合、0100001「調査士華子」）
	 	 なお、会番号は、「会番号一覧表」を参照

3　振込後の手続
振込依頼書または領収書等の控のコピーを利用申込書の送付時
に同封する。

【会番号一覧表】
会名 会番号

東京 01

神奈川 02

埼玉 03

千葉 04

茨城 05

栃木 06

群馬 07

静岡 08

山梨 09

長野 10

新潟 11

大阪 12

京都 13

兵庫 14

奈良 15

滋賀 16

和歌山 17

会名 会番号

愛知 18

三重 19

岐阜 20

福井 21

石川 22

富山 23

広島 24

山口 25

岡山 26

鳥取 27

島根 28

福岡 29

佐賀 30

長崎 31

大分 32

熊本 33

鹿児島 34

会名 会番号

宮崎 35

沖縄 36

宮城 37

福島 38

山形 39

岩手 40

秋田 41

青森 42

札幌 43

函館 44

旭川 45

釧路 46

香川 47

徳島 48

高知 49

愛媛 50

IC カードの発行に係る案内について（お願い）

平成18年1月からICカードの発行を開始し、平成23年12月末日現在で累計19,428枚のICカードを全国
の会員へ発行しているところであります。
ICカードの発行については、下記「発行に係る費用及び支払い方法について」のとおり費用負担をいただく
こととしておりますので、よろしくお願いします。


